
一
六
三
二
年
に
お
け
る
ヒ
ニ
ン
の
国
外
追
放
に
つ
い
てペ 

レ 

ス
・
リ 

オ 

ボ
・
ア 

ン 

ド 

レ 

ス

は

じ

め

に

キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
と
緊
張
し
た
国
際
関
係
の
背
景
の
下
、
一
六
三
二
年
五
月
に
日
本
か
ら
追
放
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
一
三
〇
人
が
マ
ニ

ラ
に
到
着
し
た
。
彼
ら
は
近
畿
の
諸
ヒ
ニ
ン
垣
外
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
拷
問
を
受
け
た
が
、
棄
教
し
な
か
っ
た
た
め
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
流

刑
と
い
う
異
常
な
刑
に
処
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
で
キ
リ
シ
タ
ン
と
ヒ
ニ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ヒ
ニ
ン
国
外
追
放

事
件
」
の
解
明
を
試
み
た
い
と
思
う
。

被
差
別
民
制
研
究
に
よ
る
と
、
一
七
世
紀
前
半
は
ヒ
ニ
ン
小
屋
・
垣
外
の
形
成
期
と
な
っ
て
い
る
。
大
坂
の
垣
外
の
成
立
に
つ
い
て
は

天
王
寺
が
一
五
九
四
年
、
鳶
田
が
一
六
〇
九
年
、
道
頓
堀
が
一
六
二
二
年
、
天
満
が
一
六
二
六
年
に
垣
外
屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
寛
永
期
後
半
（
一
六
三
三
〜
一
六
四
四
）
の
間
に
は
堺
の
四
ヶ
所
が
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
浅
草
非
人
頭
車

善
七
は
自
身
の
由
緒
（
一
八
三
九
年
）
に
よ
る
と
一
六
〇
八
年
に
町
奉
行
か
ら
土
地
を
与
え
ら
れ
、
非
人
頭
に
命
ぜ
ら
れ
、
浅
草
元
鳥
越

に
移
住
し
た
。
和
歌
山
城
下
町
吹
上
ヒ
ニ
ン
村
の
存
在
は
浅
野
幸
長
時
代
（
一
六
〇
一
〜
一
六
一
三
）
に
遡
る
1
。

一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令
の
一
六
一
四
年
ま
で
に
西
洋
の
宣
教
師
は
積
極
的
に
病
院
を
設
立
し
た
り
、「
救
癩
」
活
動
を
行
っ
た
り

し
て
い
た
。
そ
の
後
、
潜
伏
し
な
が
ら
病
人
・
貧
民
を
援
助
し
続
け
た
。
そ
の
患
者
の
多
く
は
い
わ
ゆ
る
ヒ
ニ
ン
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ヒ

ニ
ン
小
屋
の
キ
リ
シ
タ
ン
率
も
同
様
に
高
か
っ
た
。
宣
教
師
が
迫
害
中
に
ヒ
ニ
ン
小
屋
に
隠
れ
て
い
た
時
、
こ
れ
ら
も
「
病
院
」
と
呼
ば
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ま
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
追
放
を
社
会
的
・
政
治
的
な
背
景
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

 

第
一
章
　イ
ベ
リ
ア
人
宣
教
師
の
病
院
の
設
立
と
貧
民
の
関
わ
り

第
一
節
　一
六
一
四
年
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
ま
で 

一
六
三
二
年
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
一
三
〇
人
の
ヒ
ニ
ン
或
は
「
癩
病
者
」
が
マ
ニ
ラ
に
追
放
さ
れ
た
事
件
を
理
解
す
る
た
め
に
、

ま
ず
、
彼
ら
が
集
団
と
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
き
た
い
。
最
初
に
、
一
六
世
紀
後
半
か

ら
の
伝
道
の
形
に
注
目
し
て
い
く
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
教
師
は
日
本
で
病
院
を
設
立
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
慈
悲
事
業
を
行
っ
た
。
そ
の
対
象
は
病
気
の
貧
民

で
あ
り
、こ
の
中
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
「
癩
病
」
患
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
病
院
を
経
営
し
て
い
た
の
は
、一
般
教
徒
の
コ
ン
フ
ラ
リ
ヤ
（
信

心
会
）
と
ミ
セ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
（
慈
悲
会
）
の
会
員
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
病
院
で
は
、
府
内
の
病
院
を
除
い
て
手
術
な
ど
は
行
わ
れ
ず
、
病
者
や
貧
民
は
精
神
的
な
看
病
を
受
け
ら
れ
、
食
事
や
宿
泊

が
で
き
る
、
慈
悲
・
看
護
施
設
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
よ
う
に
、「
癩
病
」
患
者
隔
離
病
棟
が
備
わ
っ
て
い
た
病
院
も
あ
っ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
と
托
鉢
修
道
会
は
全
国
で
救
済
施
設
を
創
立
し
た
。
追
放
さ
れ
た
ヒ
ニ
ン
の
出
身
地
で
あ
る
近
畿
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
京

都
に
五
、六
ヶ
所
の
「
癩
病
院
」（
三
〇
〇
人
近
く
の
患
者
）
を
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
二
ヶ
所
の
「
癩
病
院
」（
一
〇
〇
人
の
患
者
）
を

建
て
た
。
大
坂
に
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
「
癩
病
院
」
と
小
西
行
長
の
寄
付
で
建
て
ら
れ
た
四
ヶ
所
の
「
癩
病
院
」（
四
〇
〇
人
の
患
者
）

が
あ
っ
た
。
堺
で
小
西
一
族
は
も
う
一
つ
の
「
癩
病
院
」
を
管
理
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
伏
見
と
和
歌
山
に
も
そ
れ
ぞ
れ
小
さ

い
病
院
を
建
て
た
。
一
方
、
江
戸
と
長
崎
地
方
で
も
「
救
癩
」
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
8
。

れ
て
い
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

本
稿
で
の「
ヒ
ニ
ン
」は
、一
六
〇
三
年
の『
日
葡
辞
書
』の
定
義
に
従
う
。
す
な
わ
ち「M

adoxi fito.(

貧
し
い
人)

貧
乏
な
人
」で
あ
る
。

漢
字
を
当
て
れ
ば
「
非
人
」
か
「
貧
人
」
だ
ろ
う
。
そ
の
曖
昧
さ
は
一
七
世
紀
前
期
に
は
ヒ
ニ
ン
が
ま
だ
士
農
工
商
の
下
に
お
か
れ
、
固

定
さ
れ
た
階
層
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す
。
幕
府
の
関
東
へ
の
法
令
に
お
け
る
「
非
人
」
の
呼
称
は
一
六
五
六
年
に
初
め
て
使
わ
れ
る
2
。

ヒ
ニ
ン
と
い
う
呼
称
が
ま
だ
身
分
制
度
上
の
固
定
さ
れ
た
身
分
を
指
摘
し
な
か
っ
た
こ
の
時
期
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
ヒ
ニ
ン
は
切
っ

て
も
切
れ
な
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
関
係
を
、従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

た
ヒ
ニ
ン
一
三
〇
人
の
国
外
追
放
と
い
う
事
件
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

現
在
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
知
識
は
『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』（
一
九
九
九
年
）、
一
六
三
二
年
五
月
の
項
に
見
え
る
見
出
し
の
よ
う

に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

国
外
追
放
の
ら
い
病
の
キ
リ
シ
タ
ン
一
三
〇
名
乗
船
の
日
本
船
二
隻
、
マ
ニ
ラ
に
到
着
。

レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
は
、
こ
の
事
件
を
日
本
殉
教
史
の
古
典
と
い
え
る
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
史
』（
一
八
六
九
年
）
に
記
録
し
て
お
り
3
、

他
の
著
書
や
論
文
で
も
こ
の
事
件
に
関
す
る
情
報
が
少
し
見
ら
れ
る
が
4
、
今
ま
で
そ
の
経
緯
や
詳
細
が
究
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
頻

繁
な
キ
リ
シ
タ
ン
の
国
内
追
放
に
比
べ
、
国
外
追
放
は
稀
な
出
来
事
で
あ
る
た
め
、
こ
の
事
件
は
興
味
深
い
5
。

こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
「
癩
病
」
患
者
の
国
外
追
放
に
は
、
一
見
様
々
な
ベ
ク
ト
ル
が
交
差
し
て
い
る
6
。
ま
ず
、
身
分
差
別
の
問
題
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
、フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
の
不
和
関
係
が
追
放
の
背
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、追
放
さ
れ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
を
棄
教
し
な
か
っ

た
人
々
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
転
ん
だ
ヒ
ニ
ン
・「
癩
病
者
」
は
国
内
で
対
処
さ
れ
た
7
。
こ
の
事
件
を
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
過
程

の
中
に
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
出
来
事
は
様
々
な
著
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
詳
細
が
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
意
味
づ
け
が
さ
れ
な
い
ま
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ま
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
追
放
を
社
会
的
・
政
治
的
な
背
景
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

 
第
一
章
　イ
ベ
リ
ア
人
宣
教
師
の
病
院
の
設
立
と
貧
民
の
関
わ
り

第
一
節
　一
六
一
四
年
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
ま
で 

一
六
三
二
年
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
一
三
〇
人
の
ヒ
ニ
ン
或
は
「
癩
病
者
」
が
マ
ニ
ラ
に
追
放
さ
れ
た
事
件
を
理
解
す
る
た
め
に
、

ま
ず
、
彼
ら
が
集
団
と
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
き
た
い
。
最
初
に
、
一
六
世
紀
後
半
か

ら
の
伝
道
の
形
に
注
目
し
て
い
く
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
教
師
は
日
本
で
病
院
を
設
立
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
慈
悲
事
業
を
行
っ
た
。
そ
の
対
象
は
病
気
の
貧
民

で
あ
り
、こ
の
中
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
「
癩
病
」
患
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
病
院
を
経
営
し
て
い
た
の
は
、一
般
教
徒
の
コ
ン
フ
ラ
リ
ヤ
（
信

心
会
）
と
ミ
セ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
（
慈
悲
会
）
の
会
員
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
病
院
で
は
、
府
内
の
病
院
を
除
い
て
手
術
な
ど
は
行
わ
れ
ず
、
病
者
や
貧
民
は
精
神
的
な
看
病
を
受
け
ら
れ
、
食
事
や
宿
泊

が
で
き
る
、
慈
悲
・
看
護
施
設
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
よ
う
に
、「
癩
病
」
患
者
隔
離
病
棟
が
備
わ
っ
て
い
た
病
院
も
あ
っ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
と
托
鉢
修
道
会
は
全
国
で
救
済
施
設
を
創
立
し
た
。
追
放
さ
れ
た
ヒ
ニ
ン
の
出
身
地
で
あ
る
近
畿
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
京

都
に
五
、六
ヶ
所
の
「
癩
病
院
」（
三
〇
〇
人
近
く
の
患
者
）
を
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
二
ヶ
所
の
「
癩
病
院
」（
一
〇
〇
人
の
患
者
）
を

建
て
た
。
大
坂
に
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
「
癩
病
院
」
と
小
西
行
長
の
寄
付
で
建
て
ら
れ
た
四
ヶ
所
の
「
癩
病
院
」（
四
〇
〇
人
の
患
者
）

が
あ
っ
た
。
堺
で
小
西
一
族
は
も
う
一
つ
の
「
癩
病
院
」
を
管
理
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
伏
見
と
和
歌
山
に
も
そ
れ
ぞ
れ
小
さ

い
病
院
を
建
て
た
。
一
方
、
江
戸
と
長
崎
地
方
で
も
「
救
癩
」
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
8
。

れ
て
い
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

本
稿
で
の「
ヒ
ニ
ン
」は
、一
六
〇
三
年
の『
日
葡
辞
書
』の
定
義
に
従
う
。
す
な
わ
ち「M

adoxi fito.(

貧
し
い
人)

貧
乏
な
人
」で
あ
る
。

漢
字
を
当
て
れ
ば
「
非
人
」
か
「
貧
人
」
だ
ろ
う
。
そ
の
曖
昧
さ
は
一
七
世
紀
前
期
に
は
ヒ
ニ
ン
が
ま
だ
士
農
工
商
の
下
に
お
か
れ
、
固

定
さ
れ
た
階
層
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す
。
幕
府
の
関
東
へ
の
法
令
に
お
け
る
「
非
人
」
の
呼
称
は
一
六
五
六
年
に
初
め
て
使
わ
れ
る
2
。

ヒ
ニ
ン
と
い
う
呼
称
が
ま
だ
身
分
制
度
上
の
固
定
さ
れ
た
身
分
を
指
摘
し
な
か
っ
た
こ
の
時
期
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
ヒ
ニ
ン
は
切
っ

て
も
切
れ
な
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
関
係
を
、従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

た
ヒ
ニ
ン
一
三
〇
人
の
国
外
追
放
と
い
う
事
件
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

現
在
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
知
識
は
『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』（
一
九
九
九
年
）、
一
六
三
二
年
五
月
の
項
に
見
え
る
見
出
し
の
よ
う

に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

国
外
追
放
の
ら
い
病
の
キ
リ
シ
タ
ン
一
三
〇
名
乗
船
の
日
本
船
二
隻
、
マ
ニ
ラ
に
到
着
。

レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
は
、
こ
の
事
件
を
日
本
殉
教
史
の
古
典
と
い
え
る
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
史
』（
一
八
六
九
年
）
に
記
録
し
て
お
り
3
、

他
の
著
書
や
論
文
で
も
こ
の
事
件
に
関
す
る
情
報
が
少
し
見
ら
れ
る
が
4
、
今
ま
で
そ
の
経
緯
や
詳
細
が
究
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
頻

繁
な
キ
リ
シ
タ
ン
の
国
内
追
放
に
比
べ
、
国
外
追
放
は
稀
な
出
来
事
で
あ
る
た
め
、
こ
の
事
件
は
興
味
深
い
5
。

こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
「
癩
病
」
患
者
の
国
外
追
放
に
は
、
一
見
様
々
な
ベ
ク
ト
ル
が
交
差
し
て
い
る
6
。
ま
ず
、
身
分
差
別
の
問
題
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
、フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
の
不
和
関
係
が
追
放
の
背
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、追
放
さ
れ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
を
棄
教
し
な
か
っ

た
人
々
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
転
ん
だ
ヒ
ニ
ン
・「
癩
病
者
」
は
国
内
で
対
処
さ
れ
た
7
。
こ
の
事
件
を
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
過
程

の
中
に
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
出
来
事
は
様
々
な
著
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
詳
細
が
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
意
味
づ
け
が
さ
れ
な
い
ま
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病
院
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
と
い
う
よ
り
、
宣
教
師
は
公
に
活
動
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
病
院
は
表
面
的
に
キ
リ
ス
ト
教
色
を
失
っ
た

の
で
あ
る
が
、
慈
悲
会
や
信
心
会
の
ひ
そ
か
な
活
動
に
よ
り
そ
れ
は
機
能
し
続
け
た
。
ま
た
、
病
院
か
ら
戻
っ
た
患
者
が
、
市
外
に
集
落

を
な
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る

11
。

宣
教
師
は
身
を
隠
す
た
め
に
乞
食
・「
癩
病
者
」
小
屋
を
よ
く
利
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
く
、
し
か
も
だ

れ
も
近
づ
か
な
い
た
め
、
最
も
安
全
な
避
難
所
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る

12
。

大
村
で
活
動
し
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ル
イ
ス
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
（Luis Exarch Beltrán, 

一
五
九
七
〜
一
六
二
七
）
は
、
迫
害
中
に
も

「
癩
病
者
」
を
介
抱
し
て
い
た
。
彼
は
「
隠
れ
る
た
め
に
と
て
も
い
い
場
所
で
あ
っ
た
貧
し
い
癩
病
者
の
小
屋
」

13
に
い
た
が
、
一
六
二
六

年
に
密
告
が
あ
っ
て
、
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
と
三
人
の
「
癩
病
者
」
は
翌
年
死
刑
に
な
っ
た
。

早
く
も
一
六
一
五
年
に
「
癩
病
者
」
六
人
が
駿
河
で
斬
首
さ
れ
た
。
身
を
危
う
く
し
な
が
ら
も
迫
害
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
ヒ
ニ
ン
は
他
の

キ
リ
シ
タ
ン
を
隠
し
た
り
、
殉
教
者
の
死
骸
を
埋
葬
し
た
り
す
る
例
が
見
ら
れ
る

14
。
ま
た
、
一
六
二
二
年
八
月
に
平
山
常
陳
、
宣
教
使

ズ
ニ
ガ
と
フ
ロ
レ
ス
ら
一
五
人
が
長
崎
で
処
刑
さ
れ
た
際
、
そ
の
刑
場
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
「
癩
病
者
」
は
抵
抗
の
姿
勢
を
見
せ
た

15
。

執
行
人
た
ち
が
近
く
に
い
た
癩
病
者
の
小
屋
に
火
種
を
探
し
に
行
っ
て
も
見
出
さ
な
か
っ
た
の
は
〔
こ
の
よ
う
に
生
き
た
有
効
な
説

教
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絶
好
の
機
会
を
一
層
長
引
か
せ
よ
う
と
す
る
〕
主
の
摂
理
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
癩

病
者
た
ち
は
、
深
く
愛
し
て
い
た
人
々
を
火
刑
に
す
る
道
具
を
家
か
ら
持
ち
出
さ
れ
ぬ
よ
う
警
戒
し
て
、
火
を
消
し
て
い
た
か
ら
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
あ
ち
こ
ち
と
火
種
を
探
し
つ
づ
け
ま
し
た
が
、
つ
い
に
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
火
打
石
で
火
を
作
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。　

そ
の
後
九
月
に
、
五
七
人
の
殉
教
の
後
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
潜
伏
し
な
い
よ
う
に
上
の
「
癩
病
者
」
の
家
数
軒
が
焼
き
払
わ
れ
た
よ
う
で

あ
る

16
。

病
院
の
患
者
は
全
て
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
収
容
中
あ
る
い
は
収
容
後
に
洗
礼
を
受
け
た
者
は
当
然
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
病
院
や
施
療
院
は
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
の
た
め
に
有
利
で
は
な
か
っ
た
。
伝
道
初
期
の

一
五
五
七
年
に
、
府
内
で
初
め
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
病
院
は
、
巡
察
師
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
（A

lessandro Valignano, 

一
五
三
九
〜
一
六
〇
六
）
か
ら
強
く
訴
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宣
教
師
が
「
癩
病
者
」
な
ど
、
日
本
で
卑
劣
と
思
わ
れ
る
人
々
と
日

常
的
に
接
触
す
る
と
、
日
本
人
の
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
宣
教
師
の
こ
と
を
ま
さ
に
野
蛮
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
、
宣
教
師
の
評
判
が
落
ち
な
い
よ
う
に
、
病
院
に
は
病
気
の
下
層
民
で
は
な
く
、
貴
族
や
良
家
の
キ
リ
シ
タ
ン
の

み
を
入
院
さ
せ
た
ほ
う
が
い
い
と
論
じ
た

9
。

病
院
の
お
か
げ
で
改
宗
し
た
貧
民
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
軽
蔑
の
原
因
と
な
り
続
け
た
。

一
五
九
〇
年
代
、
京
都
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
病
院
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
マ
ル
セ
ロ
・
デ
・
リ
バ
デ
ネ
イ
ラ
（M

arcelo de 

R
ibadeneira, 

？
〜
一
六
〇
六
）
は
次
の
よ
う
に
記
録
し
た

10
。

ま
た
別
の
異
教
徒
が
病
院
へ
来
た
が
、
或
る
者
に
は
感
歎
の
動
機
と
な
っ
た
こ
と
が
彼
等
に
と
っ
て
は
、
恰
も
修
道
士
の
慈
愛
を
見

る
だ
け
の
理
解
力
が
な
い
よ
う
に
、
嘲
笑
と
遺
憾
の
原
因
と
な
っ
た
。〔
主
の
教
え
を
聞
い
て
い
な
い
た
め
に
〕
彼
等
の
間
に
は
、
牛

を
食
す
る
の
が
原
因
と
な
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
人
間
を
食
う
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
「
修
道
士
は
癩
患
者
の
身
体

を
喰
い
、
余
っ
た
も
の
は
塩
漬
に
し
て
彼
等
の
国
へ
送
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
病
院
を
造
っ
た
の
で
あ
る
」
と
云
う
者
が
大
勢
居
た
。

第
二
節
　迫
害
中
の
宣
教
師
と
ヒ
ニ
ン
・「
癩
病
者
」

迫
害
が
始
ま
る
と
、
ミ
セ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
一
六
一
九
年
ま
で
存
続
し
て
い
た
長
崎
病
院
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
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病
院
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
と
い
う
よ
り
、
宣
教
師
は
公
に
活
動
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
病
院
は
表
面
的
に
キ
リ
ス
ト
教
色
を
失
っ
た

の
で
あ
る
が
、
慈
悲
会
や
信
心
会
の
ひ
そ
か
な
活
動
に
よ
り
そ
れ
は
機
能
し
続
け
た
。
ま
た
、
病
院
か
ら
戻
っ
た
患
者
が
、
市
外
に
集
落

を
な
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る

11
。

宣
教
師
は
身
を
隠
す
た
め
に
乞
食
・「
癩
病
者
」
小
屋
を
よ
く
利
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
く
、
し
か
も
だ

れ
も
近
づ
か
な
い
た
め
、
最
も
安
全
な
避
難
所
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る

12
。

大
村
で
活
動
し
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ル
イ
ス
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
（Luis Exarch Beltrán, 

一
五
九
七
〜
一
六
二
七
）
は
、
迫
害
中
に
も

「
癩
病
者
」
を
介
抱
し
て
い
た
。
彼
は
「
隠
れ
る
た
め
に
と
て
も
い
い
場
所
で
あ
っ
た
貧
し
い
癩
病
者
の
小
屋
」

13
に
い
た
が
、
一
六
二
六

年
に
密
告
が
あ
っ
て
、
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
と
三
人
の
「
癩
病
者
」
は
翌
年
死
刑
に
な
っ
た
。

早
く
も
一
六
一
五
年
に
「
癩
病
者
」
六
人
が
駿
河
で
斬
首
さ
れ
た
。
身
を
危
う
く
し
な
が
ら
も
迫
害
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
ヒ
ニ
ン
は
他
の

キ
リ
シ
タ
ン
を
隠
し
た
り
、
殉
教
者
の
死
骸
を
埋
葬
し
た
り
す
る
例
が
見
ら
れ
る

14
。
ま
た
、
一
六
二
二
年
八
月
に
平
山
常
陳
、
宣
教
使

ズ
ニ
ガ
と
フ
ロ
レ
ス
ら
一
五
人
が
長
崎
で
処
刑
さ
れ
た
際
、
そ
の
刑
場
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
「
癩
病
者
」
は
抵
抗
の
姿
勢
を
見
せ
た

15
。

執
行
人
た
ち
が
近
く
に
い
た
癩
病
者
の
小
屋
に
火
種
を
探
し
に
行
っ
て
も
見
出
さ
な
か
っ
た
の
は
〔
こ
の
よ
う
に
生
き
た
有
効
な
説

教
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絶
好
の
機
会
を
一
層
長
引
か
せ
よ
う
と
す
る
〕
主
の
摂
理
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
癩

病
者
た
ち
は
、
深
く
愛
し
て
い
た
人
々
を
火
刑
に
す
る
道
具
を
家
か
ら
持
ち
出
さ
れ
ぬ
よ
う
警
戒
し
て
、
火
を
消
し
て
い
た
か
ら
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
あ
ち
こ
ち
と
火
種
を
探
し
つ
づ
け
ま
し
た
が
、
つ
い
に
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
火
打
石
で
火
を
作
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。　

そ
の
後
九
月
に
、
五
七
人
の
殉
教
の
後
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
潜
伏
し
な
い
よ
う
に
上
の
「
癩
病
者
」
の
家
数
軒
が
焼
き
払
わ
れ
た
よ
う
で

あ
る

16
。

病
院
の
患
者
は
全
て
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
収
容
中
あ
る
い
は
収
容
後
に
洗
礼
を
受
け
た
者
は
当
然
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
病
院
や
施
療
院
は
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
の
た
め
に
有
利
で
は
な
か
っ
た
。
伝
道
初
期
の

一
五
五
七
年
に
、
府
内
で
初
め
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
病
院
は
、
巡
察
師
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
（A

lessandro Valignano, 

一
五
三
九
〜
一
六
〇
六
）
か
ら
強
く
訴
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宣
教
師
が
「
癩
病
者
」
な
ど
、
日
本
で
卑
劣
と
思
わ
れ
る
人
々
と
日

常
的
に
接
触
す
る
と
、
日
本
人
の
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
宣
教
師
の
こ
と
を
ま
さ
に
野
蛮
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
、
宣
教
師
の
評
判
が
落
ち
な
い
よ
う
に
、
病
院
に
は
病
気
の
下
層
民
で
は
な
く
、
貴
族
や
良
家
の
キ
リ
シ
タ
ン
の

み
を
入
院
さ
せ
た
ほ
う
が
い
い
と
論
じ
た

9
。

病
院
の
お
か
げ
で
改
宗
し
た
貧
民
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
軽
蔑
の
原
因
と
な
り
続
け
た
。

一
五
九
〇
年
代
、
京
都
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
病
院
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
マ
ル
セ
ロ
・
デ
・
リ
バ
デ
ネ
イ
ラ
（M

arcelo de 

R
ibadeneira, 

？
〜
一
六
〇
六
）
は
次
の
よ
う
に
記
録
し
た

10
。

ま
た
別
の
異
教
徒
が
病
院
へ
来
た
が
、
或
る
者
に
は
感
歎
の
動
機
と
な
っ
た
こ
と
が
彼
等
に
と
っ
て
は
、
恰
も
修
道
士
の
慈
愛
を
見

る
だ
け
の
理
解
力
が
な
い
よ
う
に
、
嘲
笑
と
遺
憾
の
原
因
と
な
っ
た
。〔
主
の
教
え
を
聞
い
て
い
な
い
た
め
に
〕
彼
等
の
間
に
は
、
牛

を
食
す
る
の
が
原
因
と
な
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
人
間
を
食
う
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
「
修
道
士
は
癩
患
者
の
身
体

を
喰
い
、
余
っ
た
も
の
は
塩
漬
に
し
て
彼
等
の
国
へ
送
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
病
院
を
造
っ
た
の
で
あ
る
」
と
云
う
者
が
大
勢
居
た
。

第
二
節
　迫
害
中
の
宣
教
師
と
ヒ
ニ
ン
・「
癩
病
者
」

迫
害
が
始
ま
る
と
、
ミ
セ
リ
コ
ル
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
一
六
一
九
年
ま
で
存
続
し
て
い
た
長
崎
病
院
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
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団
は
貿
易
を
再
開
す
る
よ
う
に
マ
ニ
ラ
政
府
を
勧
誘
し
た
が
、
不
信
を
抱
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
と
の
交
渉
は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
ス
ペ

イ
ン
商
船
が
日
本
に
行
け
ば
、
そ
の
船
荷
が
没
収
さ
れ
、
乗
組
員
が
殺
さ
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る

17
。

両
船
は
一
六
三
一
年
七
月
に
長
崎
に
帰
着
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
に
長
崎
奉
行
竹
中
采
女
の
書
簡
を
携
帯
し
た
商
船
が
改
め
て
マ
ニ
ラ

に
到
着
し
た
。
こ
の
使
節
は
前
年
と
同
様
に
貿
易
の
再
開
を
要
求
し
た
が
、
同
船
し
て
い
た
一
〇
〇
人
以
上
の
キ
リ
シ
タ
ン
「
癩
病
者
」

が
船
荷
と
と
も
に
マ
ニ
ラ
に
降
り
た
こ
と
は
、
こ
の
使
節
の
目
的
を
果
た
す
た
め
の
障
害
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
（Juan N

iño de Tabora, 

？
〜
一
六
三
二
）
は
彼
ら
を
受
け
入
れ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が

経
営
し
て
い
た
現
地
の
病
院
に
居
住
さ
せ
た

18
。

な
お
長
崎
奉
行
は
同
じ
時
に
、
雲
仙
で
キ
リ
シ
タ
ン
を
拷
問
し
、
長
崎
地
方
で
迫
害
を
進
め
て
い
た
。
追
放
を
決
定
し
た
の
は
お
そ
ら

く
幕
府
で
あ
る
が
、
そ
の
い
き
さ
つ
は
不
明
で
あ
る
。「
癩
病
者
」
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
送
る
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
目
的
が
貿
易
の
再
開
で
あ
る
な
ら
ば
、
追
放
者
に
死
刑
を
免
除
す
る
の
は
善
意
の
印
と
し
て
読
み
取
れ
る
。『
耶
蘇
天
誅
記
』
で
は

男
女
一
三
〇
余
人
の
追
放
者
に
つ
い
て
、「
御
慈
悲
ヲ
以
テ
助
命
仰
付
ラ
レ
長
崎
ノ
巷
ヨ
リ
船
ニ
乗
セ
テ
南
蛮
国
へ
追
放
セ
ラ
ル
ト

也
」
と
あ
る
。

②
長
崎
奉
行
お
よ
び
幕
府
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
が
一
六
二
八
年
の
朱
印
船
襲
撃
事
件
に
関
し
、
ま
だ
十
分
に
釈
明
し
て
い
な
い
と
考

え
た
、
ま
た
は
、
総
督
は
マ
ニ
ラ
の
商
船
が
日
本
へ
の
航
行
を
拒
絶
し
た
た
め
、
報
復
と
し
て
「
癩
病
者
」
と
い
う
好
ま
し
く
な

い
贈
り
物
を
マ
ニ
ラ
に
発
送
し
た
の
だ
ろ
う

19
。
さ
ら
に
、マ
ニ
ラ
か
ら
の
宣
教
師
が
絶
え
間
な
く
来
日
し
続
け
て
い
た
た
め
、フ
ィ

リ
ピ
ン
政
府
へ
の
不
快
感
の
印
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
進
展
を
考
慮
す
る
と
、
後
者
の
説
の
ほ
う
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
で
数
年
後
キ
リ
シ
タ
ン
「
癩
者
」

後
述
す
る
よ
う
に
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（D

iego de San Francisco,

？
〜
？
）
は
一
六
三
一
年
に
取
り
調
べ

が
厳
し
く
な
っ
た
時
、
逃
げ
る
た
め
に
京
都
と
伏
見
に
あ
る
「
病
院
」
を
次
々
回
っ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
宣
教
師
と
慈
悲
会
が
設
立
し
た
病
院
に
よ
っ
て
、
迫
害
中
に
貧
民
・
ヒ
ニ
ン
・「
癩
病
者
」
の
間
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
多

く
お
り
、
彼
ら
は
積
極
的
に
宣
教
師
を
助
け
た
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
庇
護
し
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　史
料
に
見
え
る
キ
リ
シ
タ
ン
「
ヒ
ニ
ン
」
の
マ
ニ
ラ
へ
の
追
放

追
放
事
件
そ
の
も
の
に
関
し
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
事
柄
は
少
な
く
と
も
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
当
時
の
国
際
関
係
、
二
つ
目
は

迫
害
の
事
情
で
あ
る
。

第
一
節
　国
際
状
況

追
放
の
国
際
的
背
景
を
説
明
す
る
に
は
、
一
六
二
四
年
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幕
府
は
こ
の
年
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
政
策
の

強
化
と
と
も
に
ス
ペ
イ
ン
と
の
正
式
な
関
係
を
断
交
し
た
。
し
か
し
、
中
国
人
ま
た
は
諸
大
名
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
や
密
輸
に
よ
り
マ
ニ
ラ

と
長
崎
の
関
係
は
一
六
三
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
途
絶
え
な
か
っ
た
。

一
六
二
八
年
に
メ
ナ
ム
川
の
河
口
で
ス
ペ
イ
ン
の
艦
隊
に
よ
る
高
木
作
右
衛
門
の
朱
印
船
へ
の
襲
撃
が
あ
っ
た
。
賠
償
や
釈
明
を
求
め

る
た
め
に
、
マ
ニ
ラ
の
偵
察
や
侵
略
の
実
行
を
確
認
し
よ
う
と
、
島
原
の
領
主
松
倉
重
政
と
長
崎
奉
行
竹
中
采
女
は
一
六
三
〇
年
一
二
月

一
五
日
に
荷
船
二
隻
を
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
。
松
倉
重
政
は
一
六
三
〇
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
攻
略
を
幕
府
に
上
申
し
て
、
許
可
を
得
た
。
マ
ニ

ラ
で
は
日
本
か
ら
の
侵
略
の
恐
怖
が
豊
臣
時
代
か
ら
あ
り
、
朱
印
船
の
襲
撃
の
報
復
を
恐
れ
て
い
た
た
め
、
軍
備
を
整
え
て
い
た
。
使
節
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団
は
貿
易
を
再
開
す
る
よ
う
に
マ
ニ
ラ
政
府
を
勧
誘
し
た
が
、
不
信
を
抱
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
と
の
交
渉
は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
ス
ペ

イ
ン
商
船
が
日
本
に
行
け
ば
、
そ
の
船
荷
が
没
収
さ
れ
、
乗
組
員
が
殺
さ
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る

17
。

両
船
は
一
六
三
一
年
七
月
に
長
崎
に
帰
着
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
に
長
崎
奉
行
竹
中
采
女
の
書
簡
を
携
帯
し
た
商
船
が
改
め
て
マ
ニ
ラ

に
到
着
し
た
。
こ
の
使
節
は
前
年
と
同
様
に
貿
易
の
再
開
を
要
求
し
た
が
、
同
船
し
て
い
た
一
〇
〇
人
以
上
の
キ
リ
シ
タ
ン
「
癩
病
者
」

が
船
荷
と
と
も
に
マ
ニ
ラ
に
降
り
た
こ
と
は
、
こ
の
使
節
の
目
的
を
果
た
す
た
め
の
障
害
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
（Juan N

iño de Tabora, 

？
〜
一
六
三
二
）
は
彼
ら
を
受
け
入
れ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が

経
営
し
て
い
た
現
地
の
病
院
に
居
住
さ
せ
た

18
。

な
お
長
崎
奉
行
は
同
じ
時
に
、
雲
仙
で
キ
リ
シ
タ
ン
を
拷
問
し
、
長
崎
地
方
で
迫
害
を
進
め
て
い
た
。
追
放
を
決
定
し
た
の
は
お
そ
ら

く
幕
府
で
あ
る
が
、
そ
の
い
き
さ
つ
は
不
明
で
あ
る
。「
癩
病
者
」
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
送
る
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
目
的
が
貿
易
の
再
開
で
あ
る
な
ら
ば
、
追
放
者
に
死
刑
を
免
除
す
る
の
は
善
意
の
印
と
し
て
読
み
取
れ
る
。『
耶
蘇
天
誅
記
』
で
は

男
女
一
三
〇
余
人
の
追
放
者
に
つ
い
て
、「
御
慈
悲
ヲ
以
テ
助
命
仰
付
ラ
レ
長
崎
ノ
巷
ヨ
リ
船
ニ
乗
セ
テ
南
蛮
国
へ
追
放
セ
ラ
ル
ト

也
」
と
あ
る
。

②
長
崎
奉
行
お
よ
び
幕
府
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
が
一
六
二
八
年
の
朱
印
船
襲
撃
事
件
に
関
し
、
ま
だ
十
分
に
釈
明
し
て
い
な
い
と
考

え
た
、
ま
た
は
、
総
督
は
マ
ニ
ラ
の
商
船
が
日
本
へ
の
航
行
を
拒
絶
し
た
た
め
、
報
復
と
し
て
「
癩
病
者
」
と
い
う
好
ま
し
く
な

い
贈
り
物
を
マ
ニ
ラ
に
発
送
し
た
の
だ
ろ
う

19
。
さ
ら
に
、マ
ニ
ラ
か
ら
の
宣
教
師
が
絶
え
間
な
く
来
日
し
続
け
て
い
た
た
め
、フ
ィ

リ
ピ
ン
政
府
へ
の
不
快
感
の
印
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
進
展
を
考
慮
す
る
と
、
後
者
の
説
の
ほ
う
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
で
数
年
後
キ
リ
シ
タ
ン
「
癩
者
」

後
述
す
る
よ
う
に
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（D

iego de San Francisco,

？
〜
？
）
は
一
六
三
一
年
に
取
り
調
べ

が
厳
し
く
な
っ
た
時
、
逃
げ
る
た
め
に
京
都
と
伏
見
に
あ
る
「
病
院
」
を
次
々
回
っ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
宣
教
師
と
慈
悲
会
が
設
立
し
た
病
院
に
よ
っ
て
、
迫
害
中
に
貧
民
・
ヒ
ニ
ン
・「
癩
病
者
」
の
間
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
多

く
お
り
、
彼
ら
は
積
極
的
に
宣
教
師
を
助
け
た
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
庇
護
し
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　史
料
に
見
え
る
キ
リ
シ
タ
ン
「
ヒ
ニ
ン
」
の
マ
ニ
ラ
へ
の
追
放

追
放
事
件
そ
の
も
の
に
関
し
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
事
柄
は
少
な
く
と
も
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
当
時
の
国
際
関
係
、
二
つ
目
は

迫
害
の
事
情
で
あ
る
。

第
一
節
　国
際
状
況

追
放
の
国
際
的
背
景
を
説
明
す
る
に
は
、
一
六
二
四
年
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幕
府
は
こ
の
年
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
政
策
の

強
化
と
と
も
に
ス
ペ
イ
ン
と
の
正
式
な
関
係
を
断
交
し
た
。
し
か
し
、
中
国
人
ま
た
は
諸
大
名
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
や
密
輸
に
よ
り
マ
ニ
ラ

と
長
崎
の
関
係
は
一
六
三
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
途
絶
え
な
か
っ
た
。

一
六
二
八
年
に
メ
ナ
ム
川
の
河
口
で
ス
ペ
イ
ン
の
艦
隊
に
よ
る
高
木
作
右
衛
門
の
朱
印
船
へ
の
襲
撃
が
あ
っ
た
。
賠
償
や
釈
明
を
求
め

る
た
め
に
、
マ
ニ
ラ
の
偵
察
や
侵
略
の
実
行
を
確
認
し
よ
う
と
、
島
原
の
領
主
松
倉
重
政
と
長
崎
奉
行
竹
中
采
女
は
一
六
三
〇
年
一
二
月

一
五
日
に
荷
船
二
隻
を
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
。
松
倉
重
政
は
一
六
三
〇
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
攻
略
を
幕
府
に
上
申
し
て
、
許
可
を
得
た
。
マ
ニ

ラ
で
は
日
本
か
ら
の
侵
略
の
恐
怖
が
豊
臣
時
代
か
ら
あ
り
、
朱
印
船
の
襲
撃
の
報
復
を
恐
れ
て
い
た
た
め
、
軍
備
を
整
え
て
い
た
。
使
節
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な
い
問
題
で
あ
る
。

②
同
じ
く
来
日
し
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
一
六
三
二
年
五
月
の
報
告
の
さ
ら
に
詳

し
い
情
報
を
提
供
す
る
21
。
彼
も
一
六
三
一
年
に
上
方
で
迫
害
が
厳
し
く
な
っ
た
と
指
摘
し
、
追
放
事
件
を
こ
の
よ
う
に
語
る
22
。

【
史
料
二
】

　〔
暴
君
の
裁
判
官
と
司
法
官
は
〕都
・
伏
見
・
大
坂
・
堺
の
四
つ
の
町
の
す
べ
て
の
病
院〔hospitales

〕で
、信
仰
を
捨
て
さ
せ
る
た
め
、

多
く
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
皆
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
貧
民
〔pobres

〕
の
大
々
的
な
迫
害
を
し
た
。
そ
し
て
、
テ
ン
マ
と
い
う
大
勢

の
キ
リ
シ
タ
ン
の
み
が
入
っ
て
い
た
病
院
に
火
を
つ
け
た
。
大
坂
と
堺
で
貧
民
を
で
き
る
限
り
取
り
押
さ
え
、
本
年
一
六
三
二
年

一
月
一
四
日
に
大
坂
と
堺
で
乗
船
さ
せ
、
マ
ニ
ラ
に
追
放
し
た
。
一
三
〇
人
位
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
拙
訳
）

　「
テ
ン
マ
」、つ
ま
り
「
天
満
」
は
大
坂
で
非
人
を
集
団
居
住
さ
せ
た
四
ヶ
所
（
道
頓
堀
・
天
王
寺
〔
悲
田
院
と
も
称
さ
れ
た
〕・
鳶
田
・

天
満
）
の
一
つ
で
あ
る
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
こ
の
よ
う
に
関
西
の
ヒ
ニ
ン
小
屋
、
つ
ま
り
垣
外
を
「hos-

pitales

（
病
院
、
施
療
院
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
記
録
と
違
い
、
追
放
さ
れ
た
の
は
大
坂
と
堺
の
貧
民
だ
け
で
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
記
録
と
対
照
す
る
と
、
堺
と
大
坂
か
ら
出
帆
し
た
船
は
マ
ニ
ラ
に
直
行
し
た
の
で
は

な
く
、
長
崎
経
由
で
航
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
自
身
は
一
六
三
一
年

に
迫
害
が
厳
し
く
な
っ
た
時
、
身
を
隠
す
た
め
に
伏
見
と
京
都
の
垣
外
を
転
々
と
し
た
が
、
垣
外
で
の
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ

る
と
、
老
人
の
家
に
隠
れ
た
。

③
一
六
三
二
年
五
月
二
六
日
に
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
か
ら
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
（H

er-

一
〇
〇
人
が
餓
死
さ
せ
ら
れ
た
事
件
も
あ
り
、「
助
命
」
は
な
か
っ
た
。
追
放
者
が
死
を
免
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
慈
悲

で
は
な
く
、
幕
府
に
と
っ
て
外
交
に
役
に
立
っ
た
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

第
二
節
　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
執
筆
し
た
史
料
に
見
え
る
追
放

日
本
で
追
放
者
の
取
り
締
ま
り
を
目
撃
し
た
宣
教
師
は
い
た
。
そ
し
て
、
マ
ニ
ラ
で
追
放
者
の
到
着
を
見
て
、
そ
れ
を
記
録
し
た
人
々

も
い
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
年
代
順
に
並
べ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

①
イ
エ
ズ
ス
会
士
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
レ
イ
ラ
（C

hristovão Ferreira, 

一
五
八
〇
〜
一
六
五
〇
〔
沢
野
忠
庵
〕）
の
一
六
三
二

　
年
三
月
の
書
状
に
は
詳
細
が
見
受
け
ら
れ
る
。
彼
は
一
六
三
一
年
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
詮
索
が
都
、伏
見
、大
坂
と
堺
で
厳
し
　
く
な
っ

　
た
と
指
摘
し
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
記
録
す
る
20
。

【
史
料
一
】

　
暴
君
は
残
酷
の
極
、
前
記
の
上
方
の
都
市
の
乞
食
や
癩
病
者
キ
リ
ス
ト
教
徒
〔cristianos pedintes e lazaros

〕
を
〔
暴
君
が
〕

本
年
マ
ニ
ラ
に
追
放
し
よ
う
と
し
、
九
〇
人
余
が
長
崎
で
モ
ン
ス
ー
ン
を
待
ち
、
江
戸
の
〔
乞
食
や
癩
病
者
の
到
着
〕
が
ま
だ
予

定
さ
れ
る
。（
拙
訳
）

　
近
畿
の
都
市
で
取
り
調
べ
ら
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン「
癩
病
者
」は
長
崎
に
送
ら
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
九
〇
人
以
上
が
船
の
出
帆
を
待
っ

て
い
る
間
に
残
り
の
四
〇
人
あ
ま
り
の
乞
食
と
「
癩
病
者
（lazaros

）」
が
長
崎
に
来
た
だ
ろ
う
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
上
方
と
江
戸
の

「
癩
病
者
」
に
つ
い
て
報
道
す
る
が
、
結
局
、
江
戸
か
ら
「
癩
病
者
」
が
送
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
著
者
が
確
認
で
き
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な
い
問
題
で
あ
る
。

②
同
じ
く
来
日
し
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
一
六
三
二
年
五
月
の
報
告
の
さ
ら
に
詳

し
い
情
報
を
提
供
す
る
21
。
彼
も
一
六
三
一
年
に
上
方
で
迫
害
が
厳
し
く
な
っ
た
と
指
摘
し
、
追
放
事
件
を
こ
の
よ
う
に
語
る
22
。

【
史
料
二
】

　〔
暴
君
の
裁
判
官
と
司
法
官
は
〕都
・
伏
見
・
大
坂
・
堺
の
四
つ
の
町
の
す
べ
て
の
病
院〔hospitales

〕で
、信
仰
を
捨
て
さ
せ
る
た
め
、

多
く
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
皆
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
貧
民
〔pobres

〕
の
大
々
的
な
迫
害
を
し
た
。
そ
し
て
、
テ
ン
マ
と
い
う
大
勢

の
キ
リ
シ
タ
ン
の
み
が
入
っ
て
い
た
病
院
に
火
を
つ
け
た
。
大
坂
と
堺
で
貧
民
を
で
き
る
限
り
取
り
押
さ
え
、
本
年
一
六
三
二
年

一
月
一
四
日
に
大
坂
と
堺
で
乗
船
さ
せ
、
マ
ニ
ラ
に
追
放
し
た
。
一
三
〇
人
位
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
拙
訳
）

　「
テ
ン
マ
」、つ
ま
り
「
天
満
」
は
大
坂
で
非
人
を
集
団
居
住
さ
せ
た
四
ヶ
所
（
道
頓
堀
・
天
王
寺
〔
悲
田
院
と
も
称
さ
れ
た
〕・
鳶
田
・

天
満
）
の
一
つ
で
あ
る
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
こ
の
よ
う
に
関
西
の
ヒ
ニ
ン
小
屋
、
つ
ま
り
垣
外
を
「hos-

pitales

（
病
院
、
施
療
院
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
記
録
と
違
い
、
追
放
さ
れ
た
の
は
大
坂
と
堺
の
貧
民
だ
け
で
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
記
録
と
対
照
す
る
と
、
堺
と
大
坂
か
ら
出
帆
し
た
船
は
マ
ニ
ラ
に
直
行
し
た
の
で
は

な
く
、
長
崎
経
由
で
航
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
自
身
は
一
六
三
一
年

に
迫
害
が
厳
し
く
な
っ
た
時
、
身
を
隠
す
た
め
に
伏
見
と
京
都
の
垣
外
を
転
々
と
し
た
が
、
垣
外
で
の
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ

る
と
、
老
人
の
家
に
隠
れ
た
。

③
一
六
三
二
年
五
月
二
六
日
に
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
か
ら
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
（H

er-

一
〇
〇
人
が
餓
死
さ
せ
ら
れ
た
事
件
も
あ
り
、「
助
命
」
は
な
か
っ
た
。
追
放
者
が
死
を
免
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
慈
悲

で
は
な
く
、
幕
府
に
と
っ
て
外
交
に
役
に
立
っ
た
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

第
二
節
　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
執
筆
し
た
史
料
に
見
え
る
追
放

日
本
で
追
放
者
の
取
り
締
ま
り
を
目
撃
し
た
宣
教
師
は
い
た
。
そ
し
て
、
マ
ニ
ラ
で
追
放
者
の
到
着
を
見
て
、
そ
れ
を
記
録
し
た
人
々

も
い
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
年
代
順
に
並
べ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

①
イ
エ
ズ
ス
会
士
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
レ
イ
ラ
（C

hristovão Ferreira, 

一
五
八
〇
〜
一
六
五
〇
〔
沢
野
忠
庵
〕）
の
一
六
三
二

　
年
三
月
の
書
状
に
は
詳
細
が
見
受
け
ら
れ
る
。
彼
は
一
六
三
一
年
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
詮
索
が
都
、伏
見
、大
坂
と
堺
で
厳
し
　
く
な
っ

　
た
と
指
摘
し
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
記
録
す
る
20
。

【
史
料
一
】

　
暴
君
は
残
酷
の
極
、
前
記
の
上
方
の
都
市
の
乞
食
や
癩
病
者
キ
リ
ス
ト
教
徒
〔cristianos pedintes e lazaros

〕
を
〔
暴
君
が
〕

本
年
マ
ニ
ラ
に
追
放
し
よ
う
と
し
、
九
〇
人
余
が
長
崎
で
モ
ン
ス
ー
ン
を
待
ち
、
江
戸
の
〔
乞
食
や
癩
病
者
の
到
着
〕
が
ま
だ
予

定
さ
れ
る
。（
拙
訳
）

　
近
畿
の
都
市
で
取
り
調
べ
ら
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン「
癩
病
者
」は
長
崎
に
送
ら
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
九
〇
人
以
上
が
船
の
出
帆
を
待
っ

て
い
る
間
に
残
り
の
四
〇
人
あ
ま
り
の
乞
食
と
「
癩
病
者
（lazaros

）」
が
長
崎
に
来
た
だ
ろ
う
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
上
方
と
江
戸
の

「
癩
病
者
」
に
つ
い
て
報
道
す
る
が
、
結
局
、
江
戸
か
ら
「
癩
病
者
」
が
送
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
著
者
が
確
認
で
き
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【
史
料
四
】

　
彼
ら
は
こ
の
船
で
当
地
に
一
三
〇
名
の
哀
れ
な
癩
病
者
を
追
放
し
た
。
他
の
多
く
の
者
と
同
様
に
背
教
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
が
、

失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
ま
た
探
る
べ
き
手
段
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
国
務
会
議
が
開
か
れ
た
。

彼
ら
の
受
け
入
れ
を
躊
躇
し
た
の
で
は
な
い
。
も
し
私
が
病
気
に
感
染
し
て
も
、
信
仰
に
反
対
し
て
い
る
人
々
と
そ
の
王
国
に
お

け
る
迫
害
の
前
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
さ
を
見
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
行
列
で
彼
ら
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
、
直
接
教
会
に

運
ぶ
こ
と
、
こ
の
国
が
希
望
す
る
施
物
で
彼
ら
を
宿
泊
さ
せ
、
歓
待
し
養
う
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
施
物
の
収
集
が
始
ま
り
、

彼
ら
が
入
る
現
地
住
民
の
病
院
の
中
に
一
部
屋
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
病
院
の
た
め
、
陛
下
は
毎
年
五
〇
〇
ペ
ソ
と
大
量
の
雌
鳥
、

米
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
病
人
が
増
え
た
の
で
、
陛
下
に
ふ
さ
わ
し
い
慈
悲
の
行
い
の
た
め
に
、
い
く
ら
か
の
布
施
の
加
増
を

お
願
い
し
た
い
。

⑤
一
六
三
二
年
七
月
の
匿
名
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
情
報
告
は
追
放
理
由
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
い
る

25
。

【
史
料
五
】

　
彼
ら
〔
日
本
人
〕
は
こ
れ
ら
の
船
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
癩
病
者
〔leprosos cristianos

〕
一
〇
〇
余
人
を
送
っ
た
が
、
こ
の
癩
病
者

　
は
い
か
な
る
処
分
を
受
け
て
も
そ
の
信
仰
を
捨
て
な
か
っ
た
人
々
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
人
々
で

　
刀
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
生
か
し
て
、
歓
迎
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
追
放
し
た
（
省
略
、
拙
訳
）

⑥
当
時
マ
ニ
ラ
に
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ホ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア
（Juan G

arcía, 

？
〜
一
六
六
五
）
が
セ
ビ
リ
ア
の
聖
パ
ブ
ロ
王
修
道
院

に
送
っ
た
報
告
が
あ
る

26
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

nando Pérez

）
の
書
簡
が
あ
る

23
。
情
報
は
き
わ
め
て
詳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
書
簡
が
と
て
も
長
い
た
め
、
今
回
そ
の
内
容
を

紹
介
す
る
こ
と
に
止
ま
る
。

【
史
料
三
】

　
マ
ニ
ラ
で
は
日
本
船
二
隻
が
投
錨
し
て
い
る
。
一
つ
は
竹
中
采
女
の
、
も
う
一
つ
は
有
馬
の
大
名
の
船
舶
で
あ
る
。
そ
の
船
舶
で

　
貧
乏
な
一
二
五
人
の
「
癩
病
人
」
キ
リ
ス
ト
教
徒
（cristianos pobres y leprosos

）
が
信
仰
告
白
を
理
由
に
し
て
日
本
か
ら
追

　
放
さ
れ
た
。
彼
ら
は
日
本
で
宣
教
師
を
隠
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
合
わ
せ
て
四
〇
〇
人
が
拷
問
を
受
け
た
が
、
こ

　
の
う
ち
一
三
〇
人
だ
け
が
信
仰
を
守
り
続
け
た
。
最
初
は
そ
の
一
三
〇
人
は
火
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
ま
り

　
に
も
残
酷
な
の
で
、
斬
首
に
刑
が
軽
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
刀
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
理
由
で
、
追
放
に
減
刑
さ
れ
た
。
マ

　
ニ
ラ
側
は
絶
え
間
な
く
宣
教
師
（
日
本
で
最
も
嫌
わ
れ
て
い
る
人
物
）
を
日
本
に
送
っ
て
い
る
た
め
、
報
復
と
し
て
日
本
側
は
そ

　
の
か
わ
り
に
「
癩
病
人
」
を
送
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
癩
病
人
」
は
マ
ニ
ラ
で
歓
迎
さ
れ
、
サ
ン
・
ミ

　
ゲ
ル
に
あ
っ
た
施
設
で
市
民
や
総
督
並
び
に
諸
修
道
会
の
施
し
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
男
以
外
に
、
女
や
子
供

　
も
い
た
。
こ
の
中
で
、
何
人
か
の
少
年
は
町
の
主
だ
っ
た
人
々
や
修
道
会
に
養
育
さ
れ
る
た
め
集
団
か
ら
離
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
は
一
三
〇
人
が
拷
問
に
負
け
な
か
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
マ
ニ
ラ
に
一
二
五
人
だ
け
到
着
し
た
と
指
摘
す
る
。

残
り
の
五
人
が
航
行
中
に
亡
く
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
は
マ
ニ
ラ
の
郊
外
に
あ
っ
た
村
で
、
一
六
一
四
年
に
は

す
で
に
日
本
か
ら
追
放
さ
れ
た
日
本
人
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
。

④
既
述
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
は
一
六
三
二
年
七
月
八
日
付
き
ス
ペ
イ
ン
王
宛
の
書
簡
の
中
で
、
日
本
か
ら

追
放
さ
れ
た
の
は
改
宗
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
哀
れ
な
「
癩
病
者
」（pobres lázaros

）
一
三
〇
人
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

24
。
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【
史
料
四
】

　
彼
ら
は
こ
の
船
で
当
地
に
一
三
〇
名
の
哀
れ
な
癩
病
者
を
追
放
し
た
。
他
の
多
く
の
者
と
同
様
に
背
教
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
が
、

失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
ま
た
探
る
べ
き
手
段
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
国
務
会
議
が
開
か
れ
た
。

彼
ら
の
受
け
入
れ
を
躊
躇
し
た
の
で
は
な
い
。
も
し
私
が
病
気
に
感
染
し
て
も
、
信
仰
に
反
対
し
て
い
る
人
々
と
そ
の
王
国
に
お

け
る
迫
害
の
前
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
さ
を
見
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
行
列
で
彼
ら
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
、
直
接
教
会
に

運
ぶ
こ
と
、
こ
の
国
が
希
望
す
る
施
物
で
彼
ら
を
宿
泊
さ
せ
、
歓
待
し
養
う
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
施
物
の
収
集
が
始
ま
り
、

彼
ら
が
入
る
現
地
住
民
の
病
院
の
中
に
一
部
屋
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
病
院
の
た
め
、
陛
下
は
毎
年
五
〇
〇
ペ
ソ
と
大
量
の
雌
鳥
、

米
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
病
人
が
増
え
た
の
で
、
陛
下
に
ふ
さ
わ
し
い
慈
悲
の
行
い
の
た
め
に
、
い
く
ら
か
の
布
施
の
加
増
を

お
願
い
し
た
い
。

⑤
一
六
三
二
年
七
月
の
匿
名
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
情
報
告
は
追
放
理
由
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
い
る

25
。

【
史
料
五
】

　
彼
ら
〔
日
本
人
〕
は
こ
れ
ら
の
船
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
癩
病
者
〔leprosos cristianos

〕
一
〇
〇
余
人
を
送
っ
た
が
、
こ
の
癩
病
者

　
は
い
か
な
る
処
分
を
受
け
て
も
そ
の
信
仰
を
捨
て
な
か
っ
た
人
々
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
人
々
で

　
刀
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
生
か
し
て
、
歓
迎
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
追
放
し
た
（
省
略
、
拙
訳
）

⑥
当
時
マ
ニ
ラ
に
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ホ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア
（Juan G

arcía, 

？
〜
一
六
六
五
）
が
セ
ビ
リ
ア
の
聖
パ
ブ
ロ
王
修
道
院

に
送
っ
た
報
告
が
あ
る

26
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

nando Pérez

）
の
書
簡
が
あ
る

23
。
情
報
は
き
わ
め
て
詳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
書
簡
が
と
て
も
長
い
た
め
、
今
回
そ
の
内
容
を

紹
介
す
る
こ
と
に
止
ま
る
。

【
史
料
三
】

　
マ
ニ
ラ
で
は
日
本
船
二
隻
が
投
錨
し
て
い
る
。
一
つ
は
竹
中
采
女
の
、
も
う
一
つ
は
有
馬
の
大
名
の
船
舶
で
あ
る
。
そ
の
船
舶
で

　
貧
乏
な
一
二
五
人
の
「
癩
病
人
」
キ
リ
ス
ト
教
徒
（cristianos pobres y leprosos

）
が
信
仰
告
白
を
理
由
に
し
て
日
本
か
ら
追

　
放
さ
れ
た
。
彼
ら
は
日
本
で
宣
教
師
を
隠
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
合
わ
せ
て
四
〇
〇
人
が
拷
問
を
受
け
た
が
、
こ

　
の
う
ち
一
三
〇
人
だ
け
が
信
仰
を
守
り
続
け
た
。
最
初
は
そ
の
一
三
〇
人
は
火
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
ま
り

　
に
も
残
酷
な
の
で
、
斬
首
に
刑
が
軽
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
刀
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
理
由
で
、
追
放
に
減
刑
さ
れ
た
。
マ

　
ニ
ラ
側
は
絶
え
間
な
く
宣
教
師
（
日
本
で
最
も
嫌
わ
れ
て
い
る
人
物
）
を
日
本
に
送
っ
て
い
る
た
め
、
報
復
と
し
て
日
本
側
は
そ

　
の
か
わ
り
に
「
癩
病
人
」
を
送
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
癩
病
人
」
は
マ
ニ
ラ
で
歓
迎
さ
れ
、
サ
ン
・
ミ

　
ゲ
ル
に
あ
っ
た
施
設
で
市
民
や
総
督
並
び
に
諸
修
道
会
の
施
し
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
男
以
外
に
、
女
や
子
供

　
も
い
た
。
こ
の
中
で
、
何
人
か
の
少
年
は
町
の
主
だ
っ
た
人
々
や
修
道
会
に
養
育
さ
れ
る
た
め
集
団
か
ら
離
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
は
一
三
〇
人
が
拷
問
に
負
け
な
か
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
マ
ニ
ラ
に
一
二
五
人
だ
け
到
着
し
た
と
指
摘
す
る
。

残
り
の
五
人
が
航
行
中
に
亡
く
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
は
マ
ニ
ラ
の
郊
外
に
あ
っ
た
村
で
、
一
六
一
四
年
に
は

す
で
に
日
本
か
ら
追
放
さ
れ
た
日
本
人
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
。

④
既
述
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
は
一
六
三
二
年
七
月
八
日
付
き
ス
ペ
イ
ン
王
宛
の
書
簡
の
中
で
、
日
本
か
ら

追
放
さ
れ
た
の
は
改
宗
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
哀
れ
な
「
癩
病
者
」（pobres lázaros

）
一
三
〇
人
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

24
。
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当
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
、
こ
の
追
放
に
対
す
る
認
識
を
よ
く
示
す
記
録
で
あ
ろ
う
。

⑧
最
後
に
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
三
〇
年
以
上
勤
務
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
カ
ロ
ン
（François C

aron, 

一
六
〇
〇
〜

一
六
七
三
）
は
『
日
本
大
王
国
志
』
に
次
の
情
報
を
追
加
し
た

28
。

【
史
料
八
】

　
当
時
全
国
の
癩
病
院
が
捜
索
せ
ら
れ
、
病
院
で
発
見
せ
ら
れ
た
三
八
五
人
の
耶
蘇
教
徒
を
二
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
に
分
載
し
、
若
干
の

　
葡
萄
牙
人
に
逼
っ
て
そ
の
ガ
リ
オ
ッ
ト
か
ら
こ
の
ジ
ャ
ン
ク
に
転
乗
せ
し
め
、
贈
物
と
し
て
こ
れ
を
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
。

竹
中
采
女
が
長
崎
滞
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
仕
立
て
た
ジ
ャ
ン
ク
船
を
使
節
の
一
つ
の
船
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

カ
ロ
ン
は
「
当
時
」
と
書
い
て
、
具
体
的
な
日
付
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
後
の
文
章
を
見
る
と
、
宣
教
師
と
キ
リ
シ
タ
ン

の
迫
害
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
広
く
言
え
ば
一
六
二
〇
〜
一
六
三
〇
年
代
の
迫
害
に

当
て
は
ま
る
が
、
マ
ニ
ラ
へ
の
「
癩
病
者
」
追
放
の
よ
う
な
事
件
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
の
で
、
筆
者
が
と
り
あ
げ
て
い
る
事
件
と
同

じ
に
違
い
な
い
。

カ
ロ
ン
は
追
放
者
の
人
数
を
三
八
五
人
ま
で
数
え
上
げ
る
が
、
実
際
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
ま
で
辿
り
着
い
た
の
は
約
一
三
〇
人
だ
け
で
あ
っ

た
。
三
八
五
人
は
近
畿
圏
或
は
全
国
の
「
癩
病
院
」
の
取
り
調
べ
の
結
果
、
見
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
全
体
数
で
あ
ろ
う
。
そ

の
三
八
五
人
の
う
ち
、約
三
分
の
二
が
転
び
、拷
問
さ
れ
て
も
転
ば
な
か
っ
た
一
三
〇
人
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
追
放
さ
れ
た
だ
ろ
う
。【
史

料
三
】
の
通
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
も
逮
捕
さ
れ
た
四
〇
〇
人
の
「
癩
病
者
」
の
内
、
拷
問
さ
れ
て
か
ら
棄
教

し
な
か
っ
た
の
は
一
三
〇
人
し
か
い
な
か
っ
た
と
述
べ
、
カ
ロ
ン
が
提
供
す
る
情
報
と
一
致
す
る
記
録
で
あ
る
。

【
史
料
六
】

　
作
一
六
三
二
年
の
五
月
に
マ
ニ
ラ
市
に
、
日
本
人
百
余
人
な
ら
び
に
そ
の
妻
子
を
乗
せ
た
一
日
本
船
が
到
着
し
た
。
彼
等
は
追
放

　
吉
利
支
丹
信
徒
に
し
て
、
郷
国
に
て
、
も
し
信
仰
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
た
だ
に
追
放
さ
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
が
出
費
し
て

　
彼
等
の
世
話
を
な
す
べ
き
こ
と
を
諭
さ
れ
た
が
、
た
だ
天
帝
の
加
護
を
信
じ
て
、
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
の
信
仰
を
固
持
す
る
た
め
、　

　
父
子
、
夫
妻
、
親
子
互
に
離
別
し
て
も
、
追
放
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
等
は
冷
遇
と
病
魔
に
苦
し
ん
で
、
こ
の
マ
ニ
ラ
市
に
到

　
着
し
た
。

こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
六
三
二
年
五
月
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
た
め
追
放
さ
れ
た
一
〇
〇
人
以
上
の
日
本
人
と
乗
船
し
て
い
た

日
本
船
一
隻
が
、
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
た
。
そ
の
中
に
は
日
本
に
親
、
子
、
妻
、
夫
を
残
し
て
き
た
人
も
い
た
。
そ
れ
で
彼
ら
は
虐
待
、

旅
の
苦
し
さ
と
病
気
の
た
め
に
不
健
康
な
状
態
で
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
、
た
だ
ち
に
病
院
に
運
ば
れ
看
病
を
受
け
た
。
他
の
情
報
や
記

録
と
違
い
、
ホ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア
は
「
癩
病
者
」（lázaros, leprosos

）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
な
い
。

⑦
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
書
誌
稿
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
匿
名
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
記
録
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ

が
挙
げ
る
情
報
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
、
書
か
れ
た
年
の
一
六
四
九
年
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
は
ま
だ
現
地
の
病
院
で

彼
ら
の
「
癩
病
者
」
の
世
話
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
追
放
の
趣
旨
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る

27
。

【
史
料
七
】

　
フ
ア
ン
・
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
が
こ
の
島
々
を
統
治
し
て
い
た
時
、
日
本
の
皇
帝
は
日
本
で
通
常
の
病
気
で
あ
る
癩
を
こ
の
島
々

　
の
人
々
に
伝
染
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
て
、
約
一
五
〇
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
癩
病
者
〔leprosos cristianos

〕
を
送
っ
た
と
言
わ
れ

　
て
い
る
。
こ
の
目
的
は
本
当
か
否
か
、
実
際
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
た
め
追
放
さ
れ
て
来
た
。（
拙
訳
）
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当
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
、
こ
の
追
放
に
対
す
る
認
識
を
よ
く
示
す
記
録
で
あ
ろ
う
。

⑧
最
後
に
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
三
〇
年
以
上
勤
務
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
カ
ロ
ン
（François C

aron, 

一
六
〇
〇
〜

一
六
七
三
）
は
『
日
本
大
王
国
志
』
に
次
の
情
報
を
追
加
し
た

28
。

【
史
料
八
】

　
当
時
全
国
の
癩
病
院
が
捜
索
せ
ら
れ
、
病
院
で
発
見
せ
ら
れ
た
三
八
五
人
の
耶
蘇
教
徒
を
二
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
に
分
載
し
、
若
干
の

　
葡
萄
牙
人
に
逼
っ
て
そ
の
ガ
リ
オ
ッ
ト
か
ら
こ
の
ジ
ャ
ン
ク
に
転
乗
せ
し
め
、
贈
物
と
し
て
こ
れ
を
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
。

竹
中
采
女
が
長
崎
滞
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
仕
立
て
た
ジ
ャ
ン
ク
船
を
使
節
の
一
つ
の
船
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

カ
ロ
ン
は
「
当
時
」
と
書
い
て
、
具
体
的
な
日
付
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
後
の
文
章
を
見
る
と
、
宣
教
師
と
キ
リ
シ
タ
ン

の
迫
害
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
広
く
言
え
ば
一
六
二
〇
〜
一
六
三
〇
年
代
の
迫
害
に

当
て
は
ま
る
が
、
マ
ニ
ラ
へ
の
「
癩
病
者
」
追
放
の
よ
う
な
事
件
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
の
で
、
筆
者
が
と
り
あ
げ
て
い
る
事
件
と
同

じ
に
違
い
な
い
。

カ
ロ
ン
は
追
放
者
の
人
数
を
三
八
五
人
ま
で
数
え
上
げ
る
が
、
実
際
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
ま
で
辿
り
着
い
た
の
は
約
一
三
〇
人
だ
け
で
あ
っ

た
。
三
八
五
人
は
近
畿
圏
或
は
全
国
の
「
癩
病
院
」
の
取
り
調
べ
の
結
果
、
見
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
全
体
数
で
あ
ろ
う
。
そ

の
三
八
五
人
の
う
ち
、約
三
分
の
二
が
転
び
、拷
問
さ
れ
て
も
転
ば
な
か
っ
た
一
三
〇
人
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
追
放
さ
れ
た
だ
ろ
う
。【
史

料
三
】
の
通
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
も
逮
捕
さ
れ
た
四
〇
〇
人
の
「
癩
病
者
」
の
内
、
拷
問
さ
れ
て
か
ら
棄
教

し
な
か
っ
た
の
は
一
三
〇
人
し
か
い
な
か
っ
た
と
述
べ
、
カ
ロ
ン
が
提
供
す
る
情
報
と
一
致
す
る
記
録
で
あ
る
。

【
史
料
六
】

　
作
一
六
三
二
年
の
五
月
に
マ
ニ
ラ
市
に
、
日
本
人
百
余
人
な
ら
び
に
そ
の
妻
子
を
乗
せ
た
一
日
本
船
が
到
着
し
た
。
彼
等
は
追
放

　
吉
利
支
丹
信
徒
に
し
て
、
郷
国
に
て
、
も
し
信
仰
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
た
だ
に
追
放
さ
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
が
出
費
し
て

　
彼
等
の
世
話
を
な
す
べ
き
こ
と
を
諭
さ
れ
た
が
、
た
だ
天
帝
の
加
護
を
信
じ
て
、
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
の
信
仰
を
固
持
す
る
た
め
、　

　
父
子
、
夫
妻
、
親
子
互
に
離
別
し
て
も
、
追
放
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
等
は
冷
遇
と
病
魔
に
苦
し
ん
で
、
こ
の
マ
ニ
ラ
市
に
到

　
着
し
た
。

こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
六
三
二
年
五
月
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
た
め
追
放
さ
れ
た
一
〇
〇
人
以
上
の
日
本
人
と
乗
船
し
て
い
た

日
本
船
一
隻
が
、
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
た
。
そ
の
中
に
は
日
本
に
親
、
子
、
妻
、
夫
を
残
し
て
き
た
人
も
い
た
。
そ
れ
で
彼
ら
は
虐
待
、

旅
の
苦
し
さ
と
病
気
の
た
め
に
不
健
康
な
状
態
で
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
、
た
だ
ち
に
病
院
に
運
ば
れ
看
病
を
受
け
た
。
他
の
情
報
や
記

録
と
違
い
、
ホ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア
は
「
癩
病
者
」（lázaros, leprosos

）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
な
い
。

⑦
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
書
誌
稿
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
匿
名
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
記
録
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ

が
挙
げ
る
情
報
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
、
書
か
れ
た
年
の
一
六
四
九
年
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
は
ま
だ
現
地
の
病
院
で

彼
ら
の
「
癩
病
者
」
の
世
話
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
追
放
の
趣
旨
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る

27
。

【
史
料
七
】

　
フ
ア
ン
・
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
が
こ
の
島
々
を
統
治
し
て
い
た
時
、
日
本
の
皇
帝
は
日
本
で
通
常
の
病
気
で
あ
る
癩
を
こ
の
島
々

　
の
人
々
に
伝
染
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
て
、
約
一
五
〇
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
癩
病
者
〔leprosos cristianos

〕
を
送
っ
た
と
言
わ
れ

　
て
い
る
。
こ
の
目
的
は
本
当
か
否
か
、
実
際
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
た
め
追
放
さ
れ
て
来
た
。（
拙
訳
）
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「
白
癩
黒
癩
」
が
中
世
か
ら
定
型
化
し
て
い
た

決
ま
り
文
句
で
も
あ
る
が
、こ
れ
に
わ
ざ
わ
ざ「
ラ

サ
ル
ニ
成
」
り
と
い
う
言
葉
を
加
え
る
こ
と
が
い

か
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て「
ラ
ザ
ロ
」の
イ
メ
ー

ジ
が
恐
ろ
し
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

現
在
の
解
釈
に
よ
る
と
、
マ
ニ
ラ
へ
到
着
し
た

一
三
〇
人
は
全
て
「
癩
病
者
」
と
認
識
さ
れ
て
い

る
が
、
私
は
彼
ら
が
よ
り
多
様
な
集
団
で
あ
っ
た

と
思
う
。
そ
の
集
団
の
中
に
「
癩
病
者
」
も
い
た

が
み
ん
な
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
日
本
史
料
で
は
彼
ら
が
「
乞
食
」
と
し
て

認
識
さ
れ
る
。「
乞
食
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
世
界
で
は
「lázaros

」
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
か
翻
訳
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。彼

ら
が
全
て
「
癩
病
」
患
者
で
は
な
か
っ
た
と

考
え
る
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
諸
史
料
の
情
報
を
表
一
に
纏
め
た
。

第
三
節
　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
書
い
た
史
料
に
見
ら
れ
る
「
癩
病
者
」
の
実
像  

表
一
に
見
え
る
よ
う
に
、
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
記
録
に
は
、「
癩
病
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
「lázaros

」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ル
カ
福
音
書
に
出
て
い
る
「
ラ
ザ
ロ
」
と
い
う
人
物
は
た
だ

れ
と
で
き
も
の
だ
ら
け
で
、
病
気
で
空
腹
を
抱
え
て
い
た
乞
食
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
で
は
、「lázaro 

西
、
葡), lazarus 

(

英
、
独), lazzaro (

伊), lazare (

仏)...

」
と
い
う
言
葉
は
病
気
の
物
乞
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
古
く
か
ら
の
意

味
に
、
中
世
に
な
っ
て
か
ら
類
推
で
「
癩
病
者
」
と
い
う
新
し
い
意
味
が
追
加
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
七
世
紀
に
な
る
と
、「lázaro

」
と

い
う
語
は
二
つ
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
病
気
の
乞
食
と
「
癩
病
」
患
者
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
癩
病
」

患
者
は
ほ
ぼ
乞
食
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
「
ラ
ザ
ロ
」
は
何
を
指
し
て
い
る
か
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
き
た
。

ま
た
、
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
の
間
に
も
、「
ラ
ザ
ロ
＝
癩
病
者
」
に
近
い
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
南
蛮
誓
詞
に
見
ら
れ
る
ラ
ザ
ロ
の
登

場
か
ら
分
か
る
。『
耶
蘇
天
誅
記
』（
一
七
五
〇
〜
一
七
六
〇
年
、内
閣
文
庫
所
蔵
）
に
次
の
誓
詞
（
シ
ウ
ラ
メ
ン
ト
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

シ
ウ
ラ
メ
ン
ト
ノ
叓
一
切
支
丹
宗
門
ニ
テ
無
御
座
候
偽
リ
ア
ラ
ソ
ヒ
申
ス
ニ
於
テ
ハ
上
ニ
ハ
天
公
天（
デ
ウ
ス
）帝散
多
摩
利
屋
ゼ
ス
キ
リ
シ
ト

ゼ
ス
ウ
ス
ノ
御
罰
ツ
請
イ
ン
ヘ
ル
野
ニ
落
チ
諸
天
狗
ノ
手
ニ
渡
リ
現
世
ニ
テ
ハ
追
付
ラ
サ
ル
ニ
成
白
癩
黒
癩
ト
ヨ
ハ
ハ
ル
ヘ
キ
者

也
。
仍
テ
オ
ソ
ロ
シ
キ
シ
ウ
ラ
メ
ン
ト
如
斯
候
已
上
。

史料 執筆年月日 執筆地 追放者の呼称 収容施設 追放者出身 人数 追放年

フェレイラ

の書簡

1632年3月22
日

長崎 cristianos 
pedintes e 
lazaros
乞食やラザロ

キリスト教徒

上方の都市（

都、伏見、大

坂、堺）。江

戸？

90以上 1632年3月22
日以降

ディエゴ・

デ・サン・

フランシス

コの報告

1632年5月 上方？ cristianos 
pobres
貧民なキリス

ト教徒

hospitales 
病院

大坂、堺 130人位 1632年1月14
日大坂と堺で

乗船

ペレスの書

簡

1632年6月30
日

マニラ cristianos 
pobres y 
leprosos
貧民で癩病者

キリスト教徒

pobres 
chozas 
乏しい小

屋

日本 400人が拷
問を受けた

。追放者は

125人或は1
30人

1632年5月26
日以前マニラ

に到着

匿名のフィ

リピン事情

報告

1632年7月2日 マニラ leprosos 
cristianos
癩病者キリス

ト教徒

日本 100余人 1632年

ニニョ・デ

・タボラ総

督書簡

1632年7月8日 マニラ pobres lazaros 
cristianos
哀れなラザロ

キリスト教徒

日本 130人位 1632年

ガルシアの

報告

1632年 マニラ キリスト教徒 日本 100余人 1632年5月に
マニラに到着

匿名のフラ

ンシスコ会

の記録

1649年 フィリピン leprosos 
cristianos
癩病者キリス

ト教徒

日本 150人位 ニニョ・デ・

タボラ総督政

権（1626年6
月29日～1632
年7月22日）

カロン『日

本大王国志

』

1661年 耶蘇教徒 
Lepers?

癩病院 
Lazar-
houses?

日本全国 385人

 
表１　ヨーロッパ人が執筆した史料に見える追放
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「
白
癩
黒
癩
」
が
中
世
か
ら
定
型
化
し
て
い
た

決
ま
り
文
句
で
も
あ
る
が
、こ
れ
に
わ
ざ
わ
ざ「
ラ

サ
ル
ニ
成
」
り
と
い
う
言
葉
を
加
え
る
こ
と
が
い

か
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て「
ラ
ザ
ロ
」の
イ
メ
ー

ジ
が
恐
ろ
し
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

現
在
の
解
釈
に
よ
る
と
、
マ
ニ
ラ
へ
到
着
し
た

一
三
〇
人
は
全
て
「
癩
病
者
」
と
認
識
さ
れ
て
い

る
が
、
私
は
彼
ら
が
よ
り
多
様
な
集
団
で
あ
っ
た

と
思
う
。
そ
の
集
団
の
中
に
「
癩
病
者
」
も
い
た

が
み
ん
な
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
日
本
史
料
で
は
彼
ら
が
「
乞
食
」
と
し
て

認
識
さ
れ
る
。「
乞
食
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
世
界
で
は
「lázaros

」
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
か
翻
訳
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。彼

ら
が
全
て
「
癩
病
」
患
者
で
は
な
か
っ
た
と

考
え
る
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
諸
史
料
の
情
報
を
表
一
に
纏
め
た
。

第
三
節
　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
書
い
た
史
料
に
見
ら
れ
る
「
癩
病
者
」
の
実
像  

表
一
に
見
え
る
よ
う
に
、
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
記
録
に
は
、「
癩
病
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
「lázaros

」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ル
カ
福
音
書
に
出
て
い
る
「
ラ
ザ
ロ
」
と
い
う
人
物
は
た
だ

れ
と
で
き
も
の
だ
ら
け
で
、
病
気
で
空
腹
を
抱
え
て
い
た
乞
食
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
で
は
、「lázaro 

西
、
葡), lazarus 

(

英
、
独), lazzaro (

伊), lazare (

仏)...

」
と
い
う
言
葉
は
病
気
の
物
乞
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
古
く
か
ら
の
意

味
に
、
中
世
に
な
っ
て
か
ら
類
推
で
「
癩
病
者
」
と
い
う
新
し
い
意
味
が
追
加
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
七
世
紀
に
な
る
と
、「lázaro

」
と

い
う
語
は
二
つ
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
病
気
の
乞
食
と
「
癩
病
」
患
者
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
癩
病
」

患
者
は
ほ
ぼ
乞
食
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
「
ラ
ザ
ロ
」
は
何
を
指
し
て
い
る
か
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
き
た
。

ま
た
、
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
の
間
に
も
、「
ラ
ザ
ロ
＝
癩
病
者
」
に
近
い
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
南
蛮
誓
詞
に
見
ら
れ
る
ラ
ザ
ロ
の
登

場
か
ら
分
か
る
。『
耶
蘇
天
誅
記
』（
一
七
五
〇
〜
一
七
六
〇
年
、内
閣
文
庫
所
蔵
）
に
次
の
誓
詞
（
シ
ウ
ラ
メ
ン
ト
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

シ
ウ
ラ
メ
ン
ト
ノ
叓
一
切
支
丹
宗
門
ニ
テ
無
御
座
候
偽
リ
ア
ラ
ソ
ヒ
申
ス
ニ
於
テ
ハ
上
ニ
ハ
天
公
天（
デ
ウ
ス
）帝散
多
摩
利
屋
ゼ
ス
キ
リ
シ
ト

ゼ
ス
ウ
ス
ノ
御
罰
ツ
請
イ
ン
ヘ
ル
野
ニ
落
チ
諸
天
狗
ノ
手
ニ
渡
リ
現
世
ニ
テ
ハ
追
付
ラ
サ
ル
ニ
成
白
癩
黒
癩
ト
ヨ
ハ
ハ
ル
ヘ
キ
者

也
。
仍
テ
オ
ソ
ロ
シ
キ
シ
ウ
ラ
メ
ン
ト
如
斯
候
已
上
。

史料 執筆年月日 執筆地 追放者の呼称 収容施設 追放者出身 人数 追放年

フェレイラ

の書簡

1632年3月22
日

長崎 cristianos 
pedintes e 
lazaros
乞食やラザロ

キリスト教徒

上方の都市（

都、伏見、大

坂、堺）。江

戸？

90以上 1632年3月22
日以降

ディエゴ・

デ・サン・

フランシス

コの報告

1632年5月 上方？ cristianos 
pobres
貧民なキリス

ト教徒

hospitales 
病院

大坂、堺 130人位 1632年1月14
日大坂と堺で

乗船

ペレスの書

簡

1632年6月30
日

マニラ cristianos 
pobres y 
leprosos
貧民で癩病者

キリスト教徒

pobres 
chozas 
乏しい小

屋

日本 400人が拷
問を受けた

。追放者は

125人或は1
30人

1632年5月26
日以前マニラ

に到着

匿名のフィ

リピン事情

報告

1632年7月2日 マニラ leprosos 
cristianos
癩病者キリス

ト教徒

日本 100余人 1632年

ニニョ・デ

・タボラ総

督書簡

1632年7月8日 マニラ pobres lazaros 
cristianos
哀れなラザロ

キリスト教徒

日本 130人位 1632年

ガルシアの

報告

1632年 マニラ キリスト教徒 日本 100余人 1632年5月に
マニラに到着

匿名のフラ

ンシスコ会

の記録

1649年 フィリピン leprosos 
cristianos
癩病者キリス

ト教徒

日本 150人位 ニニョ・デ・

タボラ総督政

権（1626年6
月29日～1632
年7月22日）

カロン『日

本大王国志

』

1661年 耶蘇教徒 
Lepers?

癩病院 
Lazar-
houses?

日本全国 385人

 
表１　ヨーロッパ人が執筆した史料に見える追放
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　『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
ヒ
ニ
ン
」
と
「
ヒ
ン
ニ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
エ
ン
ト
リ
ー
が
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
も
貧
乏
な
人
と
い
う
意
味

に
な
っ
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、近
世
初
期
に
は
「
非
人
」
は
未
だ
区
分
さ
れ
た
特
定
の
身
分
階
層
を
指
さ
ず
、「
貧
人
」

と
重
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
非
人
・
乞
食
や
「
癩
者
」
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
違
う
範
疇
に
属
す
る
よ
う
に
扱
う
こ
と

が
逆
に
混
乱
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
全
て
が
窮
民
階
級
、
つ
ま
り
、lázaros

で
あ
っ
た
。

フ
ェ
レ
イ
ラ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
の
記
録
で
は
「lázaro

」
＝
「
ヒ
ニ
ン
・
乞
食
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、

追
放
さ
れ
た
一
三
〇
人
は
現
在
で
は
「
癩
病
者
」
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
は
彼
ら
が
「
ヒ
ニ
ン
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
見
た
の
は
、
拷
問
さ
れ
て
か
ら
の
長
旅
の
苦
労
に
よ
る
病
人
で
（
そ
の
中
に
「
癩
病
者
」
も
い

た
が
）、
貧
し
い
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
ら
の
生
活
手
段
は
マ
ニ
ラ
市
民
の
施
し
や
政
府
の
手
当
て
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ま

さ
に
福
音
書
に
出
現
す
る
ラ
ザ
ロ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
。

第
四
節
　日
本
史
料
に
見
ら
れ
る
追
放
事
件 

こ
の
追
放
は
長
崎
地
方
の
諸
資
料
と
排
耶
書
、
そ
し
て
『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
に
見
ら
れ
る
。
年
代
順
に
並
べ
る
が
、『
道
頓
堀

非
人
関
係
文
書
』
の
「
伊
国
江
参
候
乞
食
之
覚
」
を
結
論
と
し
て
使
う
た
め
、
最
後
に
置
い
て
検
討
す
る
。

① 

初
代
の
宗
門
改
役
井
上
政
重
『
契
利
斯
督
記
』（
一
六
五
二
〜
一
六
六
二
年
）
で
は
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

35
。

【
史
料
九
】

　
台
徳
院
様
御
時
分
、
乞
食
共
吉
利
支
丹
宗
門
ニ
成
候
ユ
エ
、
呂
宋
江
流
罪
被
仰
付
候
、
其
子
供
伴
天
連
ニ
仕
立
学
文
イ
タ
サ
セ
日

① 

上
述
し
た
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
ホ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア
の
記
録
に
は
、
彼
ら
が
「
癩
病
者
」（lázaros, 

leprosos

）
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
切
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

② 
後
述
の
よ
う
に
、『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
に
見
ら
れ
る
「
伊
国
江
」
追
放
さ
れ
た
二
三
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
中
に
、彼
ら
は
「
癩

病
」に
罹
っ
て
い
た
と
い
う
情
報
は
な
い

29
。
し
か
し
、道
頓
堀
に
預
け
ら
れ
た
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
し
て
の
死
因
の
情
報
が
残
っ

て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
は
単
な
る
「
病
死
」
で
あ
っ
た
が
、
一
六
五
八
年
に
な
く
な
っ
た
孫
作
女
房
松
だ
け
は
「
三
病
」
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
た

30
。
道
頓
堀
垣
外
で
棄
教
し
た
者
の
中
で
、
三
病
か
「
癩
病
」
に
か
か
っ
て
い
た
人
は
た
だ
一
人
だ
け
だ
っ
た
。
こ

れ
で
は
追
放
さ
れ
た
者
の
全
て
が
「
癩
病
」
に
か
か
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い

31
。

③  

一
六
〇
三
年
の
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
癩
者
」、「
癩
児
」、「
癩
病
」、「
癩
風
」
の
見
出
し
語
が
あ
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
訳
は
「lepra, 

leproso

」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
先
述
の
「lázaro

」
よ
り
、「
癩
病
」・「
癩
病
者
」
の
意
味
に
近
い
。
し
か
し
、「
癩
人
」

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
は
「lázaro, 
ま
たleproso

」
に
な
っ
て
い
る
。「
か
っ
た
い
（
乞
丐
）」
も
「
癩
人
」
と
同
じ
、「leproso,

ま
たlázaro

」
に
な
っ
て
い
る
。「
乞
食
」
は
「
乞
食
（pedinte

）」
と
い
う
意
味
の
他
、「
下
（
州
地
）
で
はlázaro

の
意
」
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「lázaro

」
の
意
味
は
、「
病
気
の
乞
食
」
で
あ
る
か
「
癩
病
患
者
」
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
現
代
『
日
葡
辞
書
』
の
日
本
語
訳
で
は
全
て
「
癩
病
患
者
」
に
な
っ
て
い
る

32
。

　
ま
た
「
長
吏
」
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
そ
の
曖
昧
さ
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
『
日
葡
辞
書
』
に
は
、「
死
ん
だ
獣
の
皮
を

剥
い
だ
り
、
牛
の
皮
を
剥
い
だ
り
す
る
人
々
、
あ
る
い
は
癩
病
人
（lázaros

）
に
対
し
て
監
督
権
を
も
っ
て
い
る
頭
」
と
あ
る
。

最
初
の
意
味
は
「
え
た
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、「
癩
病
人
（lázaros

）
に
対
し
て
監
督
権
を
も
っ
て
い
る
頭
」
と
い
う
現
代
語
訳
は

あ
ま
り
に
も
狭
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
長
吏
」
は
先
述
の
「
え
た
」
の
呼
称
に
加
え
て
、
さ
ら
に
畿
内
地
方
で
は
ヒ
ニ
ン
の
頭
の
呼

称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

33
。
た
だ
、
京
都
の
清
水
坂
ヒ
ニ
ン
長
吏
の
よ
う
に
、
長
吏
の
編
成
・
管
理
権
が
「
癩
者
」

と
い
う
も
の
も
普
通
に
含
ま
れ
た

34
。
だ
か
ら
、
長
吏
の
語
義
は
、「lázaros
＝
癩
病
人
」
と
い
う
よ
り
、「lázaros

＝
貧
民
あ
る

い
は
非
人
」
と
解
釈
し
た
方
が
本
来
の
意
味
に
近
い
と
思
う
。
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　『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
ヒ
ニ
ン
」
と
「
ヒ
ン
ニ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
エ
ン
ト
リ
ー
が
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
も
貧
乏
な
人
と
い
う
意
味

に
な
っ
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、近
世
初
期
に
は
「
非
人
」
は
未
だ
区
分
さ
れ
た
特
定
の
身
分
階
層
を
指
さ
ず
、「
貧
人
」

と
重
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
非
人
・
乞
食
や
「
癩
者
」
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
違
う
範
疇
に
属
す
る
よ
う
に
扱
う
こ
と

が
逆
に
混
乱
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
全
て
が
窮
民
階
級
、
つ
ま
り
、lázaros

で
あ
っ
た
。

フ
ェ
レ
イ
ラ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
の
記
録
で
は
「lázaro

」
＝
「
ヒ
ニ
ン
・
乞
食
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、

追
放
さ
れ
た
一
三
〇
人
は
現
在
で
は
「
癩
病
者
」
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
は
彼
ら
が
「
ヒ
ニ
ン
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
見
た
の
は
、
拷
問
さ
れ
て
か
ら
の
長
旅
の
苦
労
に
よ
る
病
人
で
（
そ
の
中
に
「
癩
病
者
」
も
い

た
が
）、
貧
し
い
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
ら
の
生
活
手
段
は
マ
ニ
ラ
市
民
の
施
し
や
政
府
の
手
当
て
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ま

さ
に
福
音
書
に
出
現
す
る
ラ
ザ
ロ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
。

第
四
節
　日
本
史
料
に
見
ら
れ
る
追
放
事
件 

こ
の
追
放
は
長
崎
地
方
の
諸
資
料
と
排
耶
書
、
そ
し
て
『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
に
見
ら
れ
る
。
年
代
順
に
並
べ
る
が
、『
道
頓
堀

非
人
関
係
文
書
』
の
「
伊
国
江
参
候
乞
食
之
覚
」
を
結
論
と
し
て
使
う
た
め
、
最
後
に
置
い
て
検
討
す
る
。

① 

初
代
の
宗
門
改
役
井
上
政
重
『
契
利
斯
督
記
』（
一
六
五
二
〜
一
六
六
二
年
）
で
は
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

35
。

【
史
料
九
】

　
台
徳
院
様
御
時
分
、
乞
食
共
吉
利
支
丹
宗
門
ニ
成
候
ユ
エ
、
呂
宋
江
流
罪
被
仰
付
候
、
其
子
供
伴
天
連
ニ
仕
立
学
文
イ
タ
サ
セ
日

① 

上
述
し
た
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
ホ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア
の
記
録
に
は
、
彼
ら
が
「
癩
病
者
」（lázaros, 

leprosos

）
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
切
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

② 

後
述
の
よ
う
に
、『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
に
見
ら
れ
る
「
伊
国
江
」
追
放
さ
れ
た
二
三
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
中
に
、彼
ら
は
「
癩

病
」に
罹
っ
て
い
た
と
い
う
情
報
は
な
い

29
。
し
か
し
、道
頓
堀
に
預
け
ら
れ
た
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
し
て
の
死
因
の
情
報
が
残
っ

て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
は
単
な
る
「
病
死
」
で
あ
っ
た
が
、
一
六
五
八
年
に
な
く
な
っ
た
孫
作
女
房
松
だ
け
は
「
三
病
」
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
た

30
。
道
頓
堀
垣
外
で
棄
教
し
た
者
の
中
で
、
三
病
か
「
癩
病
」
に
か
か
っ
て
い
た
人
は
た
だ
一
人
だ
け
だ
っ
た
。
こ

れ
で
は
追
放
さ
れ
た
者
の
全
て
が
「
癩
病
」
に
か
か
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い

31
。

③  

一
六
〇
三
年
の
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
癩
者
」、「
癩
児
」、「
癩
病
」、「
癩
風
」
の
見
出
し
語
が
あ
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
訳
は
「lepra, 

leproso

」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
先
述
の
「lázaro

」
よ
り
、「
癩
病
」・「
癩
病
者
」
の
意
味
に
近
い
。
し
か
し
、「
癩
人
」

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
は
「lázaro, 

ま
たleproso

」
に
な
っ
て
い
る
。「
か
っ
た
い
（
乞
丐
）」
も
「
癩
人
」
と
同
じ
、「leproso,

ま
たlázaro

」
に
な
っ
て
い
る
。「
乞
食
」
は
「
乞
食
（pedinte

）」
と
い
う
意
味
の
他
、「
下
（
州
地
）
で
はlázaro

の
意
」
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「lázaro

」
の
意
味
は
、「
病
気
の
乞
食
」
で
あ
る
か
「
癩
病
患
者
」
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
現
代
『
日
葡
辞
書
』
の
日
本
語
訳
で
は
全
て
「
癩
病
患
者
」
に
な
っ
て
い
る

32
。

　
ま
た
「
長
吏
」
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
そ
の
曖
昧
さ
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
『
日
葡
辞
書
』
に
は
、「
死
ん
だ
獣
の
皮
を

剥
い
だ
り
、
牛
の
皮
を
剥
い
だ
り
す
る
人
々
、
あ
る
い
は
癩
病
人
（lázaros

）
に
対
し
て
監
督
権
を
も
っ
て
い
る
頭
」
と
あ
る
。

最
初
の
意
味
は
「
え
た
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、「
癩
病
人
（lázaros

）
に
対
し
て
監
督
権
を
も
っ
て
い
る
頭
」
と
い
う
現
代
語
訳
は

あ
ま
り
に
も
狭
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
長
吏
」
は
先
述
の
「
え
た
」
の
呼
称
に
加
え
て
、
さ
ら
に
畿
内
地
方
で
は
ヒ
ニ
ン
の
頭
の
呼

称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

33
。
た
だ
、
京
都
の
清
水
坂
ヒ
ニ
ン
長
吏
の
よ
う
に
、
長
吏
の
編
成
・
管
理
権
が
「
癩
者
」

と
い
う
も
の
も
普
通
に
含
ま
れ
た

34
。
だ
か
ら
、
長
吏
の
語
義
は
、「lázaros

＝
癩
病
人
」
と
い
う
よ
り
、「lázaros

＝
貧
民
あ
る

い
は
非
人
」
と
解
釈
し
た
方
が
本
来
の
意
味
に
近
い
と
思
う
。
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馬
場
三
郎
左
衛
門
右
種
子
町
々
に
有
之
を
引
離
、
異
国
に
於
差
越
て
は
、
所
々
騒
動
無
心
元
。（
省
略
）
又
大
阪
よ
り
邪
宗
門
の
乞

　
食
七
十
人
被
指
越
、
是
も
天
川
に
同
年
に
流
罪
。

一
六
三
六
年
に
起
こ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
混
血
児
の
マ
カ
オ
へ
の
追
放
と
一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
乞
食
の
呂
宋
へ
の
追
放
の
記
述

が
散
見
さ
れ
る
が
入
り
乱
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
に
、
馬
場
利
重
（
三
郎
左
衛
門
）
は
寛
永
一
五
（
一
六
三
八
）
年
ま
で
長
崎

奉
行
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
あ
ま
り
信
頼
で
き
な
い
史
料
だ
ろ
う
。

④ 『
長
崎
実
録
大
成
』（『
長
崎
志
』、
一
八
世
紀
中
頃
）
で
は
、
寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
に
当
た
る
二
か
所
で
次
の
よ
う
に
記
録
さ

れ
て
い
る

40
。

【
史
料
一
二
】

　
一
寛
永
七
年
大
坂
ヨ
リ
邪
宗
門
之
乞
食
七
十
人
差
送
ラ
ル
。
但
此
者
共
伴
天
連
ニ
テ
年
々
宗
門
改
厳
密
ナ
ル
故
、
御
改
ヲ
受
マ
ジ

　
キ
為
乞
食
ト
成
リ
、諸
方
ニ
隠
レ
居
タ
ル
ヲ
捜
出
サ
レ
長
崎
ニ
差
送
ラ
ル
。
則
呂
宋
ニ
流
罪
仰
付
ラ
ル
。
但
是
ヨ
リ
以
後
乞
食
〔『
息

　
距
編
』
で
「
穢
多
」
と
も
書
い
て
あ
る
〕
共
ニ
宗
旨
改
令
蹈
絵
ラ
ル
。

　
竹
中
采
女
正

　
大
坂
ヨ
リ
邪
宗
門
ノ
乞
食
七
拾
人
長
崎
ニ
送
来
。
呂
宋
ニ
流
刑
被
仰
付
之
。

日
付
は
一
六
三
〇
年
に
な
っ
て
い
る
が
、
ル
ソ
ン
へ
の
乞
食
流
罪
の
よ
う
な
事
件
が
一
六
三
一
〜
一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
事
件
し

か
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
件
と
同
様
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
間
違
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
貴
重

本
ヘ
渡
シ
可
申
手
段
仕
候
由
、
渡
之
伴
天
連
共
傲
問
ノ
ウ
ヘ
白
状
イ
タ
シ
候

徳
川
秀
忠（
台
徳
院
様
）は
寛
永
九（
一
六
三
二
）年
一
月
一
四
日
に
没
し
た
が
、乞
食
は
一
六
三
一
年
の
終
わ
り
か
ら
取
り
締
ま
ら
れ
、

先
に
見
た
よ
う
に
一
月
一
四
日
に
大
坂
と
堺
で
乗
船
さ
せ
ら
れ
、長
崎
で
モ
ン
ス
ー
ン
が
来
る
ま
で
（
二
月
以
降
）
待
た
さ
れ
て
い
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
が
日
本
か
ら
離
れ
た
の
は
秀
忠
が
没
し
て
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
の
決
定
で
あ
っ
た
の
で
、
記
録
に
間
違
い
は
な
い
。

② 『
耶
蘇
宗
門
制
禁
大
全
』
と
い
う
一
七
世
紀
の
排
耶
書
・
実
録
物
に
は
次
の
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
る

36
。

【
史
料
一
〇
】

　
七
度
ヶ
濱
癩
村
の
吉
利
支
丹
百
三
十
余
人
南
蛮
に
追
放
す

「
七
度
ヶ
濱
」
と
は
、
近
世
堺
非
人
垣
外
の
一
つ
で
あ
る
、「
七
堂
浜
」
を
指
す
。
小
西
家
の
協
力
に
よ
っ
て
堺
に
も
「
癩
病
」
院

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
所
は
不
明
で
あ
る

37
。
迫
害
中
の
一
六
二
三
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
パ
チ
ェ
コ
（Francisco 

Pacheco, 

一
五
六
五
〜
一
六
二
六
）
は
堺
や
大
阪
の
「
癩
病
」
患
者
の
家
（casas dos lázaros

）
で
秘
蹟
を
授
け
た
り
、
泊
ま
っ
た

り
し
て
い
た
が
、
彼
が
指
し
て
い
る
「
癩
病
患
者
の
家
」
が
七
堂
浜
の
よ
う
な
垣
外
を
指
す
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い

38
。

③
『
長
崎
根
元
記
』（
一
七
世
紀
末
〜
一
八
世
紀
初
頭
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る

39
。

【
史
料
一
一
】

　
寛
永
十
三
子
〔
一
六
三
六
〕
年
に
、長
崎
に
有
之
南
蛮
人
種
子
被
遂
詮
議
、二
百
八
十
七
人
天
川
に
流
罪
被
仰
付
奉
行
榊
原
飛
騨
守
・
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馬
場
三
郎
左
衛
門
右
種
子
町
々
に
有
之
を
引
離
、
異
国
に
於
差
越
て
は
、
所
々
騒
動
無
心
元
。（
省
略
）
又
大
阪
よ
り
邪
宗
門
の
乞

　
食
七
十
人
被
指
越
、
是
も
天
川
に
同
年
に
流
罪
。

一
六
三
六
年
に
起
こ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
混
血
児
の
マ
カ
オ
へ
の
追
放
と
一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
乞
食
の
呂
宋
へ
の
追
放
の
記
述

が
散
見
さ
れ
る
が
入
り
乱
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
に
、
馬
場
利
重
（
三
郎
左
衛
門
）
は
寛
永
一
五
（
一
六
三
八
）
年
ま
で
長
崎

奉
行
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
あ
ま
り
信
頼
で
き
な
い
史
料
だ
ろ
う
。

④ 『
長
崎
実
録
大
成
』（『
長
崎
志
』、
一
八
世
紀
中
頃
）
で
は
、
寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
に
当
た
る
二
か
所
で
次
の
よ
う
に
記
録
さ

れ
て
い
る

40
。

【
史
料
一
二
】

　
一
寛
永
七
年
大
坂
ヨ
リ
邪
宗
門
之
乞
食
七
十
人
差
送
ラ
ル
。
但
此
者
共
伴
天
連
ニ
テ
年
々
宗
門
改
厳
密
ナ
ル
故
、
御
改
ヲ
受
マ
ジ

　
キ
為
乞
食
ト
成
リ
、諸
方
ニ
隠
レ
居
タ
ル
ヲ
捜
出
サ
レ
長
崎
ニ
差
送
ラ
ル
。
則
呂
宋
ニ
流
罪
仰
付
ラ
ル
。
但
是
ヨ
リ
以
後
乞
食
〔『
息

　
距
編
』
で
「
穢
多
」
と
も
書
い
て
あ
る
〕
共
ニ
宗
旨
改
令
蹈
絵
ラ
ル
。

　
竹
中
采
女
正

　
大
坂
ヨ
リ
邪
宗
門
ノ
乞
食
七
拾
人
長
崎
ニ
送
来
。
呂
宋
ニ
流
刑
被
仰
付
之
。

日
付
は
一
六
三
〇
年
に
な
っ
て
い
る
が
、
ル
ソ
ン
へ
の
乞
食
流
罪
の
よ
う
な
事
件
が
一
六
三
一
〜
一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
事
件
し

か
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
件
と
同
様
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
間
違
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
貴
重

本
ヘ
渡
シ
可
申
手
段
仕
候
由
、
渡
之
伴
天
連
共
傲
問
ノ
ウ
ヘ
白
状
イ
タ
シ
候

徳
川
秀
忠（
台
徳
院
様
）は
寛
永
九（
一
六
三
二
）年
一
月
一
四
日
に
没
し
た
が
、乞
食
は
一
六
三
一
年
の
終
わ
り
か
ら
取
り
締
ま
ら
れ
、

先
に
見
た
よ
う
に
一
月
一
四
日
に
大
坂
と
堺
で
乗
船
さ
せ
ら
れ
、長
崎
で
モ
ン
ス
ー
ン
が
来
る
ま
で
（
二
月
以
降
）
待
た
さ
れ
て
い
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
が
日
本
か
ら
離
れ
た
の
は
秀
忠
が
没
し
て
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
の
決
定
で
あ
っ
た
の
で
、
記
録
に
間
違
い
は
な
い
。

② 『
耶
蘇
宗
門
制
禁
大
全
』
と
い
う
一
七
世
紀
の
排
耶
書
・
実
録
物
に
は
次
の
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
る

36
。

【
史
料
一
〇
】

　
七
度
ヶ
濱
癩
村
の
吉
利
支
丹
百
三
十
余
人
南
蛮
に
追
放
す

「
七
度
ヶ
濱
」
と
は
、
近
世
堺
非
人
垣
外
の
一
つ
で
あ
る
、「
七
堂
浜
」
を
指
す
。
小
西
家
の
協
力
に
よ
っ
て
堺
に
も
「
癩
病
」
院

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
所
は
不
明
で
あ
る

37
。
迫
害
中
の
一
六
二
三
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
パ
チ
ェ
コ
（Francisco 

Pacheco, 

一
五
六
五
〜
一
六
二
六
）
は
堺
や
大
阪
の
「
癩
病
」
患
者
の
家
（casas dos lázaros

）
で
秘
蹟
を
授
け
た
り
、
泊
ま
っ
た

り
し
て
い
た
が
、
彼
が
指
し
て
い
る
「
癩
病
患
者
の
家
」
が
七
堂
浜
の
よ
う
な
垣
外
を
指
す
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い

38
。

③
『
長
崎
根
元
記
』（
一
七
世
紀
末
〜
一
八
世
紀
初
頭
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る

39
。

【
史
料
一
一
】

　
寛
永
十
三
子
〔
一
六
三
六
〕
年
に
、長
崎
に
有
之
南
蛮
人
種
子
被
遂
詮
議
、二
百
八
十
七
人
天
川
に
流
罪
被
仰
付
奉
行
榊
原
飛
騨
守
・
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⑥ 

幕
末
の
『
通
航
一
覧
』
に
は
少
な
く
と
も
二
ヶ
所
に
記
録
が
あ
る

42
。
五
巻
一
九
九
頁
に
既
述
の
『
契
利
斯
督
記
』
の
引
用
で
あ
る

か
ら
こ
こ
で
省
略
す
る
。
四
巻
五
九
三
頁
に
は
次
の
エ
ン
ト
リ
ー
が
見
ら
れ
る
。

【
史
料
一
四
】

　
寛
永
七
〔
一
六
三
〇
〕
年
庚
午
の
春
、
肥
前
国
島
原
の
城
主
島
原
は
高
来
郡
に
属
す
、
松
倉
豊
後
守
重
政
、
呂
宋
国
を
攻
敗
ら
ん

　
事
を
請
ひ
奉
り
、
先
遠
候
使
を
渡
せ
し
か
、
同
年
十
一
月
十
六
日
、
重
政
卒
し
て
其
事
止
ぬ
、
此
年
邪
徒
七
十
人
を
彼
国
に
放
流

　
せ
ら
る

明
ら
か
に
当
時
の
国
際
状
況
を
背
景
に
し
て
そ
の
追
放
を
解
釈
し
て
い
る
。
竹
中
采
女
と
松
倉
重
政
が
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
遠
征
団
は

寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
一
一
月
一
一
日
に
長
崎
を
出
帆
し
、
西
暦
で
翌
年
一
月
に
マ
ニ
ラ
に
到
着
し
た
。
追
放
に
関
し
て
、『
長
崎

実
録
大
成
』
と
同
様
に
一
六
三
〇
年
と
七
〇
人
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑦ 

大
坂
の
『
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
』
に
「
伊
国
江
参
候
乞
食
之
覚
」
の
記
録
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
大
坂
に
あ
っ
た
道
頓
堀
垣
外

の
ヒ
ニ
ン
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
異
国
へ
行
か
せ
た
男
女
子
供
合
わ
せ
て
二
三
人
の
名
簿
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
人
単
独
で

行
く
人
、
家
族
全
員
が
行
く
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
家
族
と
分
か
れ
て
行
く
人
も
い
る

43
。
日
付
は
寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）
年
八
月

一
四
日
で
あ
る

44
。

【
史
料
一
五
】

　
　
　
　
寛
永
拾
四
丑
年

　
一
伊
国
江
参
候
乞
食
之
覚

　
　
一
久
　
助

な
情
報
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
迫
害
の
始
め
ご
ろ
当
局
は
乞
食
小
屋
な
ど
を
取
り
調
べ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
迫
害
が
下

層
民
の
小
屋
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
れ
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
迫
害
を
免
れ
る
た
め
に
乞
食
・
ヒ
ニ
ン
に
身
を
や
つ
し
て
、
自
分
の
信
仰
を

守
り
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
く
と
、【
史
料
二
】
の
よ
う
に
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
指
摘
す

る
天
満
垣
外
で
は
全
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
さ
ほ
ど
誇
張
し
た
表
現
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

41
。

⑤ 【
史
料
一
〇
】
で
七
度
ヶ
濱
が
「
癩
村
」
と
言
わ
れ
て
も
、
肥
島
寓
・
村
井
昌
弘
が
集
録
し
た
『
耶
蘇
天
誅
記
』（
一
七
五
〇
〜

一
七
六
〇
年
、
内
閣
文
庫
所
蔵
）
に
は
同
村
が
「
濱
乞
丐
村
」
と
称
さ
れ
る
。

【
史
料
一
三
】

　
寛
永
年
中
泉
州
堺
ノ
濱
乞（
カ
タ
ヰ
）丐村
一
説
ニ
癩
人
村
ト
云
ハ
非
ナ
リ
乞
食
村
成
ベ
シ
ノ
奴
曹
吉
利
支
丹
宗
門
ニ
帰
依
シ
ケ
ル
ノ
由
露
顕

　
シ
テ
一
村
ノ
男
女
百
三
十
余
人
召
捕
ラ
レ
ケ
ル
カ
此
般
ハ
御
慈
悲
ヲ
以
テ
助
命
仰
付
ラ
レ
長
崎
ノ
巷
ヨ
リ
船
ニ
乗
セ
テ
南
蛮
国
ヘ

　
追
放
セ
ラ
ル
ト
也

【
史
料
一
〇
】
と
【
史
料
一
三
】
で
一
三
〇
余
人
と
い
う
数
字
が
見
え
る
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・

ペ
レ
ス
と
ニ
ニ
ョ
・
デ
・
タ
ボ
ラ
総
督
が
上
げ
た
数
字
と
一
致
す
る
。

確
か
に
一
三
〇
余
人
の
ヒ
ニ
ン
・
乞
食
・「
癩
者
」
が
マ
ニ
ラ
に
追
放
さ
れ
た
が
、
全
て
が
七
堂
浜
の
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
彼
ら
は
大
坂
と
堺
か
ら
来
た
の
で
あ
る
。
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同
　
子
　
名
ハ
六
与
申
候
年
七
ツ
ノ
年

　
一
長
　
作
　
但
女
房
ハ
残
り
候
へ
共
、
当
四
月
ニ
乞
食
之
法
度
を
そ
む
き
お
い
出
し
、

　
　
　
　
　
　
い
つ
く
へ
参
候
も
不
存
候
由
申

　
一
さ
　
い
　
年
ご
ろ
十
七
八
ノ
お
の
こ
也 

右
今
日
之
ひ
人
共
ニ
あ
ら
た
め
書
付
上
申
候
、
以
上 

 

　
　
　
　
寛
永
拾
四
年
丑
ノ
八
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
大
山
権
右
衛
門
殿 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
両
人
御
出
被
成
御
改

　
　
　
　
　
　
水
原
二
郎
右
衛
門
殿

こ
の
人
々
は
マ
ニ
ラ
に
追
放
さ
れ
た
約
一
三
〇
人
の
一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
見
す
る
と
様
々
な
疑
問
が
生
じ
る
。

「
伊
国
」
は
何
を
指
し
て
い
る
か
明
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く｢

異
国｣

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
史
料
と
対
照
す
る
と
、

一
六
三
一
年
に
大
坂
で
詮
議
さ
れ
、
一
六
三
二
年
に
追
放
さ
れ
た
者
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
追
放
さ
れ
た
一
団
し
か
な
い
た
め
、「
異
国
」

は
当
時
の
言
葉
で
言
え
ば
呂
宋
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
覚
え
書
き
は
寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）
年
八
月
一
四
日
付
で
あ
る
の
で
、
流
罪
の
時
か
ら
五
年
以
上
も
経
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

｢

ち
よ｣

と｢

孫
作｣

の
エ
ン
ト
リ
ー
に
日
本
に
残
っ
た
相
手
は
四
年
前
亡
く
な
っ
た
と
記
載
さ
れ
、「
甚
九
郎
」
の
と
こ
ろ
に
女
房

は
五
年
前
死
ん
だ
と
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
流
罪
は
一
六
三
二
年
に
起
こ
っ
た
と
分
か
る
。

こ
の
覚
え
書
き
で
は
彼
ら
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
し
て
「
癩
病
」
に
罹
っ
て
い
た
か
ど
う
か
な
ど
記
録
さ
れ
て
い
な

い
。
先
の
議
論
に
基
づ
く
と
、
追
放
さ
れ
た
者
の
間
に
「
癩
病
者
」
に
も
い
た
が
、
そ
れ
は
全
て
の
特
徴
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

追
放
に
な
っ
た
理
由
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
一
六
三
一
年
に
垣
外
で
取
調
べ
が
あ
り
、
改
宗
さ
せ
ら
れ
た
人
が
出
た
こ
と
が
、
垣

　
　
　
同
女
房
名
ハ
ば
ゝ

　
　
　
同
　
子
　
ま
ん

　
一
ち
　
よ
　
但
お
と
こ
ハ
残
り
、
名
ハ
六
蔵
与
申
候
、
四
年
先
ニ
は
て
申
候

　
一
孫
　
作
　
但
女
房
ハ
残
り
、
四
年
先
ニ
は
て
申
候    

　
一
与
兵
衛
　
女
子
も
無
御
座
候
　
壱
人
也

　
一
甚
九
郎
　
但
女
房
ハ
残
り
候
へ
共
、
五
年
先
ニ
は
て
申
候

　
一
宗
三
郎
　
但
女
房
名
ハ
き
く
と
申
候
、
今
日
御
尋
被
成
候
女
也

　
一
二
　
蔵
　

　
　
同
女
房
　
名
あ
が

　
一
道
　
心
　
但
女
房
ハ
残
り
い
ま
に
居
申
候
へ
と
も
、
今
ハ
久
左
衛
門
と
申
も
の
ゝ

 

　
　
　
　
　
　
女
房
ニ
成
申
候

　
一
孫
　
七

　
　
同
女
房

　
一
与
九
郎

　
　
同
女
房
　
名
者
う
は

　
一
源
四
郎

　
　
同
女
房
　
名
ハ
き
く

　
一
ば
　
ゝ

　
　
同
孫
子
　
お
の
こ
年
　
五
ツ
ノ
年
也

　
一
き
　
く
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人
の
一
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
見
す
る
と
様
々
な
疑
問
が
生
じ
る
。

「
伊
国
」
は
何
を
指
し
て
い
る
か
明
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く｢

異
国｣

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
史
料
と
対
照
す
る
と
、

一
六
三
一
年
に
大
坂
で
詮
議
さ
れ
、
一
六
三
二
年
に
追
放
さ
れ
た
者
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
追
放
さ
れ
た
一
団
し
か
な
い
た
め
、「
異
国
」

は
当
時
の
言
葉
で
言
え
ば
呂
宋
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
覚
え
書
き
は
寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）
年
八
月
一
四
日
付
で
あ
る
の
で
、
流
罪
の
時
か
ら
五
年
以
上
も
経
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

｢

ち
よ｣

と｢

孫
作｣
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エ
ン
ト
リ
ー
に
日
本
に
残
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四
年
前
亡
く
な
っ
た
と
記
載
さ
れ
、「
甚
九
郎
」
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と
こ
ろ
に
女
房
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五
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の
で
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流
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六
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。
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録
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追
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。
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こ
れ
ら
の
史
料
の
情
報
を
表
二
に
次
の
よ
う
に
纏
め
た
。「
執
筆
地
」
は
全
て
日
本
で
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
省
略
し
て
、「
目
的
地
」
を
挿
入
し
た
。

追
放
者
は
道
頓
堀
垣
外
の
収
容
者
で
あ
る
の
で
、「
非
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
史
料
上
で
彼
ら
を
指
す
最
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
が
「
乞
食
」
で
あ
る
。「
乞
食
」

は
「
癩
者
」
か
ら
門
付
芸
人
ま
で
、
多
種
多
様
な
意
味
を
持
つ
語
で
、「
非
人
」
も
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。「
伊
国
江
参
候
乞
食
之
覚
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
、
身
分
と
し
て
の
「
非
人
」

が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
追
放
時
点
で
彼
ら
を
貧
民
（
ヒ
ニ
ン
）
＝
乞
食
仲
間

と
し
て
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
47
。『
日
葡
辞
書
』
で
「
乞
食
」
が
「pedinte

」
と
し
て
翻

訳
さ
れ
る
が
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
追
放
者
を
「pedintes

」
と
呼
ぶ
。
彼
も
ま
さ
し
く
彼
ら
を

こ
の
よ
う
な
乞
食
仲
間
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。

ま
た
、日
本
の
史
料
で
彼
ら
が「
癩
病
者
」で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

マ
ニ
ラ
に
い
た
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
な
ど
の
書
簡
に
よ
る
と
、彼
ら
が
「
癩
病
者
」
で
あ
っ

た
。
先
述
の
と
お
り
、「lazaro

」と
い
う
言
葉
が
乞
食
と「
癩
病
者
」の
両
方
の
意
味
を
持
つ
。

「
乞
食
」
も
同
様
に
曖
昧
な
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
癩
者
」
の
生
活
手
段
は
物
乞
い
が
主

で
あ
る
か
ら
、
乞
食
と
い
う
語
自
体
が
「
癩
者
」
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
48
。
こ
の

観
点
か
ら
、
追
放
者
の
間
に
「
癩
病
者
」
も
い
た
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。

外
の
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
の
後
の
記
録
か
ら
分
か
る
。
例
え
ば
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
年
に
書
か
れ
た
次
の
「
差
上
申

一
札
之
事
」
が
あ
る
45
。

道
頓
堀
非
人
在
所
孫
七
儀
、三
十
四
年
以
前
正
保
元
〔
一
六
四
四
〕
年
一
二
月
宗
門
御
穿
鑿
被
成
候
処
ニ
、先
年
切
利
支
丹
宗
門
ニ
成
、

四
拾
七
年
以
前
寛
永
八
〔
一
六
三
一
〕
年
こ
ろ
ひ
候
由
申
上
候
ニ
付
、
村
中
御
預
ヶ
被
成
候
処
ニ
、
一
昨
年
九
日
子
之
刻
ニ
七
十
六

才
病
死

三
年
後
、
も
う
一
人
の
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
が
亡
く
な
っ
た
時
も
同
様
な
記
録
が
あ
る
。
そ
の
上
、
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
に
記
録

さ
れ
た
「
転
切
支
丹
類
族
存
命
書
上
之
事
」
と
「
転
切
支
丹
類
族
死
失
書
上
之
事
」
に
は
数
人
の
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
履
歴
に
つ
い

て
詳
し
い
情
報
が
あ
る
。
例
え
ば
、
道
真
後
家
（
名
不
知
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
46
。

寛
永
八
〔
一
六
三
一
〕
年
大
坂
町
御
奉
行
久
貝
因
幡
守
様
被
遂
御
詮
議
候
刻
、
切
支
丹
宗
門
を
転
浄
土
宗
ニ
成
、
其
已
後
正
保
甲

申
〔
一
六
四
四
〕
年
十
二
月
十
二
日
大
坂
町
御
奉
行
曽
我
丹
波
守
様
被
遊
御
改
、
難
波
村
江
被
成
御
預
、
正
保
三
年
四
月
十
二
日

七
十
一
歳
ニ
而
病
死

宣
教
師
の
記
録
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
一
六
三
一
年
に
大
坂
に
取
調
べ
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
で
数
年
後
の

一
六
四
四
年
に
再
び
転
び
切
支
丹
が
改
め
ら
れ
た
。
後
の
史
料
に
は
追
放
さ
れ
た
二
三
人
に
つ
い
て
何
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

彼
ら
は
一
六
三
一
年
の
取
調
べ
で
転
ば
な
か
っ
た
者
で
あ
る
と
思
う
。

史料 執筆年 追放者の呼称 収容施設 追放者出身 人数 目的地

『道頓堀非人関係文

書』

寛永14（1637）
年8月14日

乞食 垣外 道頓堀（大坂） 23人 伊国

井上筑後『契利斯督

記』

1652年～1662年 乞食共吉利支丹 呂宋

『耶蘇宗門制禁大全

』

17世紀 吉利支丹 癩村 七度ヶ濱（堺） 130余人 南蛮

『長崎根元記』 17世紀末～18世
紀初頭

邪宗門の乞食 大坂 70人 天川

『長崎実録大成』 18世紀中頃 邪宗門之乞食 大坂 70人 呂宋

肥島萬・村井昌弘『

耶穌天誅記』

1750年～1760年 奴曹吉利支丹宗

門

乞丐村或は乞食

村

堺の濱 130余人 南蛮国

『通航一覧』 1853年 邪徒 70人 呂宋国
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キ
リ
シ
タ
ン
率
も
同
様
に
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

上
記
の
議
論
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
一
六
一
四
年
か
ら
ヒ
ニ
ン
小
屋
・
乞
食
小
屋
な
ど
は
宣
教
師
の
隠
れ
場
所
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、

迫
害
を
免
れ
る
た
め
、
東
北
・
佐
渡
島
・
蝦
夷
ま
で
農
民
・
鉱
夫
と
し
て
逃
げ
た
一
般
教
徒
が
お
り
、
ま
た
移
住
で
は
な
く
、
自
ら
財
産

を
捨
て
、
乞
食
小
屋
で
生
活
し
始
め
た
キ
リ
シ
タ
ン
も
い
た
。
こ
の
た
め
、
垣
外
の
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
割
合
が
さ
ら
に
高
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

当
時
は
ヒ
ニ
ン
と
キ
リ
ス
ト
教
が
絡
ん
で
い
た
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
世
ヒ
ニ
ン
の
垣
外
は
宣
教
師
が
設
け
た
病
院

に
由
来
す
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
証
明
で
き
る
証
拠
は
従
来
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
52
。
し
か
し
、
垣
外
の
誕
生
と
キ
リ
ス

ト
教
病
院
の
終
焉
は
時
期
的
に
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
機
能
も
類
似
し
て
い
る
。
先
述
し
た
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が

天
満
の
垣
外
を
「hospital

」
と
称
し
た
の
は
た
だ
の
偶
然
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
天
王
寺
垣
外
は
悲
田
院
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

が
示
す
通
り
、
垣
外
は
昔
の
救
済
施
設
・
病
院
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
リ
バ
デ
ネ
イ
ラ
士
は

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
京
都
で
設
立
し
た
病
院
に
つ
い
て
色
々
と
語
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
そ
の
収
容
者
の
全
て
が
貧
民
で
、「
癩
病
者
」
が

多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
。
生
計
を
立
て
る
た
め
に
収
容
者
は
一
日
中
外
に
い
て
、物
乞
い
を
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
53
。
一
方
、垣
外
も「
癩

病
者
」（
全
て
で
は
な
く
て
も
）
の
居
住
地
で
あ
り
、ヒ
ニ
ン
の
主
な
収
入
資
源
と
役
割
は
町
で
物
乞
い
す
る
（
勧
進
権
）
こ
と
で
あ
っ
た
。

収
容
者
の
素
性
と
そ
の
生
活
様
式
は
ど
ち
ら
の
施
設
に
も
あ
ま
り
相
違
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
キ
リ
シ
タ
ン
病
院
が
垣
外
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
情
記
録
と
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
の
書
簡
か
ら
、
日
本
政
府
は
「
刀
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
」
ヒ
ニ
ン
を
処
刑

せ
ず
に
追
放
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
よ
り
重
要
な
追
放
の
要
因
が
あ
る
54
。
一
六
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
迫
害
に
関
し
て

一
つ
の
現
象
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
殺
さ
れ
て
も
棄
教
し
な
い
人
が
次
々
現
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
殉
教
と
い
う

栄
光
の
死
で
あ
っ
た
た
め
、
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
勇
気
づ
け
、
こ
の
こ
と
が
幕
府
に
と
っ
て
逆
効
果
と
な
っ
て
い
た
。

一
六
二
九
年
に
長
崎
奉
行
と
な
っ
た
竹
中
采
女
は
殉
教
者
で
は
な
く
、
棄
教
者
を
作
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
に
し
た
55
。
そ
の
時
ま
で

第
三
章
　ヒ
ニ
ン
の
国
外
追
放
の
動
機  

キ
リ
シ
タ
ン
ヒ
ニ
ン
の
国
外
追
放
と
い
う
異
例
な
罰
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
一
つ
は
当
該
期
の
国
際
状
況
で
あ
る
。
一
六
一
四
年

の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令
の
発
令
と
共
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
間
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
き
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
宣
教
師
が
来
日
し
続
け

た
結
果
、
幕
府
は
一
六
二
四
年
に
ス
ペ
イ
ン
と
公
式
的
な
関
係
を
断
交
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
、
宣
教
師
は
中
国
船
な

ど
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
来
日
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ス
ペ
イ
ン
軍
艦
に
よ
る
朱
印
船
襲
撃
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
一
六
三
〇
年
に
松
倉
重

政
は
幕
府
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
侵
略
を
提
案
し
、
間
も
な
く
長
崎
奉
行
竹
中
采
女
と
共
同
遠
征
し
た
。
し
か
し
、
重
政
の
死
に
加
え
て
ス
ペ
イ

ン
人
に
マ
ニ
ラ
の
防
衛
施
設
や
軍
事
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
侵
略
企
画
は
挫
折
し
た
49
。
緊
張
し
た
国
際
関
係
を
背
景
に
日
本
側
は
ヒ
ニ

ン
を
通
じ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
庁
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
軽
蔑
を
伝
え
た
。

も
う
一
つ
の
要
素
は
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
で
あ
る
。
迫
害
初
期
、
当
局
の
対
象
は
主
に
宣
教
師
（
宣
教
師
を
助
け
た
り
、
宿
泊
の

世
話
を
し
た
り
す
る
一
般
信
徒
を
含
む
）
と
武
士
身
分
の
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
り
、
島
原
の
乱
以
降
そ
の
標
的
は
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
ま
で
広

が
っ
た
と
大
橋
幸
泰
は
指
摘
す
る
50
。
そ
の
仮
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
追
放
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は

個
人
的
に
宣
教
師
を
助
け
た
た
め
に
、
罰
を
受
け
た
の
で
は
な
い
。
宣
教
師
は
常
に
ヒ
ニ
ン
小
屋
で
庇
護
を
求
め
た
た
め
、
ヒ
ニ
ン
の
集

団
罰
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
幕
府
は
島
原
の
乱
以
前
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
全
て
を
迫
害
の
的
に
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
常
に
宣
教
師
を
助
け
た
の
は
ヒ
ニ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

全
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
宣
教
師
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
犯
罪
の
一
味
で
あ
っ
た
。
近
畿
の
四
〇
〇
人
の
ヒ
ニ
ン
が
一
気
に
迫
害
さ

れ
た
こ
と
は
、
幕
府
が
民
衆
ま
で
迫
害
を
広
げ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
報
告
し
た
通
り
、
天
満
垣
外
で
は
全
て
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い

が
、道
頓
堀
垣
外
に
は
追
放
の
時
、一
一
〇
人
前
後
の
住
人
が
い
て
、こ
の
内
、転
び
キ
リ
シ
タ
ン
一
〇
人
プ
ラ
ス
追
放
さ
れ
た
者
二
三
人
、

合
わ
せ
て
三
三
人
、
住
人
の
約
三
分
の
一
は
一
六
三
一
年
の
取
り
調
べ
以
前
に
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
51
。
天
満
・
道
頓
堀
の
他
の
垣
外
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キ
リ
シ
タ
ン
率
も
同
様
に
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

上
記
の
議
論
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
一
六
一
四
年
か
ら
ヒ
ニ
ン
小
屋
・
乞
食
小
屋
な
ど
は
宣
教
師
の
隠
れ
場
所
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、

迫
害
を
免
れ
る
た
め
、
東
北
・
佐
渡
島
・
蝦
夷
ま
で
農
民
・
鉱
夫
と
し
て
逃
げ
た
一
般
教
徒
が
お
り
、
ま
た
移
住
で
は
な
く
、
自
ら
財
産

を
捨
て
、
乞
食
小
屋
で
生
活
し
始
め
た
キ
リ
シ
タ
ン
も
い
た
。
こ
の
た
め
、
垣
外
の
中
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
割
合
が
さ
ら
に
高
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

当
時
は
ヒ
ニ
ン
と
キ
リ
ス
ト
教
が
絡
ん
で
い
た
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
世
ヒ
ニ
ン
の
垣
外
は
宣
教
師
が
設
け
た
病
院

に
由
来
す
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
証
明
で
き
る
証
拠
は
従
来
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
52
。
し
か
し
、
垣
外
の
誕
生
と
キ
リ
ス

ト
教
病
院
の
終
焉
は
時
期
的
に
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
機
能
も
類
似
し
て
い
る
。
先
述
し
た
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が

天
満
の
垣
外
を
「hospital

」
と
称
し
た
の
は
た
だ
の
偶
然
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
天
王
寺
垣
外
は
悲
田
院
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

が
示
す
通
り
、
垣
外
は
昔
の
救
済
施
設
・
病
院
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
リ
バ
デ
ネ
イ
ラ
士
は

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
京
都
で
設
立
し
た
病
院
に
つ
い
て
色
々
と
語
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
そ
の
収
容
者
の
全
て
が
貧
民
で
、「
癩
病
者
」
が

多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
。
生
計
を
立
て
る
た
め
に
収
容
者
は
一
日
中
外
に
い
て
、物
乞
い
を
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
53
。
一
方
、垣
外
も「
癩

病
者
」（
全
て
で
は
な
く
て
も
）
の
居
住
地
で
あ
り
、ヒ
ニ
ン
の
主
な
収
入
資
源
と
役
割
は
町
で
物
乞
い
す
る
（
勧
進
権
）
こ
と
で
あ
っ
た
。

収
容
者
の
素
性
と
そ
の
生
活
様
式
は
ど
ち
ら
の
施
設
に
も
あ
ま
り
相
違
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
キ
リ
シ
タ
ン
病
院
が
垣
外
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
情
記
録
と
ヘ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
レ
ス
の
書
簡
か
ら
、
日
本
政
府
は
「
刀
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
」
ヒ
ニ
ン
を
処
刑

せ
ず
に
追
放
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
よ
り
重
要
な
追
放
の
要
因
が
あ
る
54
。
一
六
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
迫
害
に
関
し
て

一
つ
の
現
象
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
殺
さ
れ
て
も
棄
教
し
な
い
人
が
次
々
現
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
殉
教
と
い
う

栄
光
の
死
で
あ
っ
た
た
め
、
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
勇
気
づ
け
、
こ
の
こ
と
が
幕
府
に
と
っ
て
逆
効
果
と
な
っ
て
い
た
。

一
六
二
九
年
に
長
崎
奉
行
と
な
っ
た
竹
中
采
女
は
殉
教
者
で
は
な
く
、
棄
教
者
を
作
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
に
し
た
55
。
そ
の
時
ま
で

第
三
章
　ヒ
ニ
ン
の
国
外
追
放
の
動
機  

キ
リ
シ
タ
ン
ヒ
ニ
ン
の
国
外
追
放
と
い
う
異
例
な
罰
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
一
つ
は
当
該
期
の
国
際
状
況
で
あ
る
。
一
六
一
四
年

の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令
の
発
令
と
共
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
間
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
き
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
宣
教
師
が
来
日
し
続
け

た
結
果
、
幕
府
は
一
六
二
四
年
に
ス
ペ
イ
ン
と
公
式
的
な
関
係
を
断
交
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
、
宣
教
師
は
中
国
船
な

ど
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
来
日
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ス
ペ
イ
ン
軍
艦
に
よ
る
朱
印
船
襲
撃
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
一
六
三
〇
年
に
松
倉
重

政
は
幕
府
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
侵
略
を
提
案
し
、
間
も
な
く
長
崎
奉
行
竹
中
采
女
と
共
同
遠
征
し
た
。
し
か
し
、
重
政
の
死
に
加
え
て
ス
ペ
イ

ン
人
に
マ
ニ
ラ
の
防
衛
施
設
や
軍
事
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
侵
略
企
画
は
挫
折
し
た
49
。
緊
張
し
た
国
際
関
係
を
背
景
に
日
本
側
は
ヒ
ニ

ン
を
通
じ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
庁
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
軽
蔑
を
伝
え
た
。

も
う
一
つ
の
要
素
は
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
で
あ
る
。
迫
害
初
期
、
当
局
の
対
象
は
主
に
宣
教
師
（
宣
教
師
を
助
け
た
り
、
宿
泊
の

世
話
を
し
た
り
す
る
一
般
信
徒
を
含
む
）
と
武
士
身
分
の
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
り
、
島
原
の
乱
以
降
そ
の
標
的
は
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
ま
で
広

が
っ
た
と
大
橋
幸
泰
は
指
摘
す
る
50
。
そ
の
仮
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
追
放
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は

個
人
的
に
宣
教
師
を
助
け
た
た
め
に
、
罰
を
受
け
た
の
で
は
な
い
。
宣
教
師
は
常
に
ヒ
ニ
ン
小
屋
で
庇
護
を
求
め
た
た
め
、
ヒ
ニ
ン
の
集

団
罰
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
幕
府
は
島
原
の
乱
以
前
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
全
て
を
迫
害
の
的
に
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
常
に
宣
教
師
を
助
け
た
の
は
ヒ
ニ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

全
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
宣
教
師
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
犯
罪
の
一
味
で
あ
っ
た
。
近
畿
の
四
〇
〇
人
の
ヒ
ニ
ン
が
一
気
に
迫
害
さ

れ
た
こ
と
は
、
幕
府
が
民
衆
ま
で
迫
害
を
広
げ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
報
告
し
た
通
り
、
天
満
垣
外
で
は
全
て
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い

が
、道
頓
堀
垣
外
に
は
追
放
の
時
、一
一
〇
人
前
後
の
住
人
が
い
て
、こ
の
内
、転
び
キ
リ
シ
タ
ン
一
〇
人
プ
ラ
ス
追
放
さ
れ
た
者
二
三
人
、

合
わ
せ
て
三
三
人
、
住
人
の
約
三
分
の
一
は
一
六
三
一
年
の
取
り
調
べ
以
前
に
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
51
。
天
満
・
道
頓
堀
の
他
の
垣
外
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ペ
イ
ン
と
の
通
航
を
一
切
遮
断
し
た
60
。
し
か
し
、
本
論
文
で
見
た
よ
う
に
、
長
崎
奉
行
や
島
原
の
領
主
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
易
を
試

み
続
け
た
。
し
か
も
、
幕
府
は
こ
の
交
易
の
復
活
を
利
用
し
、
ヒ
ニ
ン
・
乞
食
を
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
側
が
こ
れ
を
受
け
取
っ

た
が
、
松
倉
重
政
と
徳
川
秀
忠
の
死
に
よ
っ
て
交
際
の
試
み
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
幕
府
は
一
六
二
五
年
に
ス
ペ
イ
ン
と
関
係
を
断
絶
し

た
と
い
っ
て
も
、
一
六
三
二
年
に
竹
中
采
女
と
松
倉
重
政
は
幕
府
の
同
意
を
得
て
、
遠
征
の
形
で
そ
の
関
係
の
復
活
を
試
み
た
と
認
め
ざ

る
を
得
な
い
。

デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
報
告
に
よ
る
と
、
竹
中
采
女
の
使
節
団
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
と
日
本
船
二
隻
は
一
六
三
二
年

八
月
一
四
日
に
日
本
に
帰
国
し
た
61
。
竹
中
は
翌
年
に
私
貿
易
や
海
外
渡
航
船
に
対
す
る
通
航
許
可
証
の
発
行
の
た
め
罷
免
さ
れ
た
。

マ
ニ
ラ
で
は
、
追
放
者
の
手
当
て
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
に
一
任
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
既
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
在
住
の
日
本
人
キ

リ
シ
タ
ン
の
宗
教
的
指
導
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
追
放
者
が
収
容
さ
れ
た
病
院
は
日
本
町
の
デ
ィ
ラ
オ
に
あ
り
、「
聖
ア
ナ
病
院
・

現
地
の
病
院
」
と
い
う
名
を
と
っ
て
い
た
が
、
日
本
人
の
到
着
に
合
わ
せ
て
一
六
三
二
年
に
「
聖
ラ
ザ
ロ
病
院
」
に
改
名
し
た
と
い
う
説

も
あ
る
62
。
ス
ペ
イ
ン
国
王
は
彼
ら
の
扶
養
の
た
め
に
毎
年
国
庫
か
ら
二
〇
〇
ダ
カ
ッ
ト
（
金
貨
）
を
支
給
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
63
。

一
六
三
六
年
マ
ニ
ラ
発
の
ド
ミ
ニ
コ
会
宣
教
師
団
体
の
日
本
人
案
内
者
は
そ
の
追
放
者
の
一
人
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
本
名

は
不
明
で
あ
る
が
、
殉
教
録
に
は
「
京
都
の
ラ
ザ
ロ
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
京
都
出
身
で
、
一
六
三
二
年
の
「lázaros

」

団
体
の
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
救
癩
」
活
動
や
病
院
の
設
立
を
通
じ
て
、
宣
教
師
は
当
時
の
町
々
の
貧
困
層
に
近
づ
い
た
。
そ
の
町
の
貧
困
層
の
中
核
は
い
わ
ゆ
る

後
に
呼
び
始
め
ら
れ
た
「
ヒ
ニ
ン
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
と
一
七
世
紀
前
半
の
ヒ
ニ
ン
小
屋
形
成
の
問
題
が
絡
み
合
っ

て
い
る
と
思
う
。
宣
教
師
は
「
ヒ
ニ
ン
」
と
い
う
語
を
使
わ
ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
貧
民
で
あ
る
病
人
・
乞
食
」
に
最

も
近
い
言
葉
で
あ
る
「lázaro

」
を
使
っ
た
。
さ
ら
に
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
ヒ
ニ
ン
小
屋
を
「
病
院
（hospital

）」

と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
一
六
三
二
年
に
行
わ
れ
た
ヒ
ニ
ン
追
放
事
件
で
こ
の
関
係
を
例
証
し
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
病
院
と
ヒ
ニ
ン
小
屋
の
形
成
が
重
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
ヒ
ニ
ン
の
結
び
つ
き
が
単
な
る
偶
然
で
は
な
い

頑
な
に
棄
教
し
な
か
っ
た
長
崎
の
六
四
人
を
直
ち
に
雲
仙
で
拷
問
に
か
け
、
三
人
を
除
い
て
全
員
を
改
宗
さ
せ
た
56
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
一
六
三
一
年
の
迫
害
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
57
。

通
常
に
迫
害
が
あ
る
王
国
で
ま
た
他
の
〔
王
国
〕
で
行
な
わ
れ
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
〔
王
国
〕
が
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は

迫
害
が
な
い
と
こ
ろ
へ
逃
げ
忍
ん
で
、
耐
え
ら
れ
る
苦
労
で
し
た
。
し
か
し
今
回
、
暴
君
の
裁
判
官
と
官
吏
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
長
い
拷
問
を
経
ず
に
殉
教
す
れ
ば
、
我
々
の
信
仰
の
た
め
善
意
を
も
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
た
め
、
殉
教
さ
せ
ず
、
命
を
奪

わ
ず
に
〔
信
仰
か
ら
〕
後
退
さ
せ
る
ま
で
長
い
間
彼
ら
を
苦
難
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。（
拙
訳
）

幕
府
は
一
六
三
一
年
に
ヒ
ニ
ン
所
ま
で
迫
害
を
進
め
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
も
棄
教
し
な
い
一
三
〇
人
の
ヒ
ニ
ン
に
遭
遇
し
た
。
そ

の
よ
う
な
身
分
の
低
い
人
が
幕
府
の
法
に
背
く
こ
と
自
体
、
幕
府
の
威
厳
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
秩
序
へ
の
脅
威
と
し
て
認
識

さ
れ
た
。
徳
川
秀
忠
が
没
す
る
直
前
で
あ
っ
た
時
、幕
府
は
京
阪
で
の
大
殉
教
を
避
け
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
軽
蔑
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
政
庁
へ
の
憤
慨
の
象
徴
と
し
て
外
交
で
ヒ
ニ
ン
を
利
用
し
た
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
、
竹
中
采
女
使
節
団
と
一
緒
に
同
船

さ
せ
た
と
思
う
58
。

お

わ

り

に

清
水
有
子
は
一
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
と
日
本
と
の
国
交
の
形
態
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
将
軍
と
ス
ペ
イ
ン
国
王
あ
る

い
は
ル
ソ
ン
総
督
と
の
通
信
関
係
、
②
そ
の
通
信
関
係
に
付
随
す
る
形
で
使
節
船
が
と
り
お
こ
な
う
公
的
な
貿
易
関
係
、
③
民
間
の
貿
易

関
係
で
あ
る
59
。
彼
女
は
①
と
②
が
一
六
二
四
年
に
幕
府
側
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
、
続
い
て
翌
年
に
「
ス
ペ
イ
ン
船
渡
航
禁
止
令
」
で
ス
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ペ
イ
ン
と
の
通
航
を
一
切
遮
断
し
た
60
。
し
か
し
、
本
論
文
で
見
た
よ
う
に
、
長
崎
奉
行
や
島
原
の
領
主
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
易
を
試

み
続
け
た
。
し
か
も
、
幕
府
は
こ
の
交
易
の
復
活
を
利
用
し
、
ヒ
ニ
ン
・
乞
食
を
マ
ニ
ラ
に
送
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
側
が
こ
れ
を
受
け
取
っ

た
が
、
松
倉
重
政
と
徳
川
秀
忠
の
死
に
よ
っ
て
交
際
の
試
み
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
幕
府
は
一
六
二
五
年
に
ス
ペ
イ
ン
と
関
係
を
断
絶
し

た
と
い
っ
て
も
、
一
六
三
二
年
に
竹
中
采
女
と
松
倉
重
政
は
幕
府
の
同
意
を
得
て
、
遠
征
の
形
で
そ
の
関
係
の
復
活
を
試
み
た
と
認
め
ざ

る
を
得
な
い
。

デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
報
告
に
よ
る
と
、
竹
中
采
女
の
使
節
団
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
と
日
本
船
二
隻
は
一
六
三
二
年

八
月
一
四
日
に
日
本
に
帰
国
し
た
61
。
竹
中
は
翌
年
に
私
貿
易
や
海
外
渡
航
船
に
対
す
る
通
航
許
可
証
の
発
行
の
た
め
罷
免
さ
れ
た
。

マ
ニ
ラ
で
は
、
追
放
者
の
手
当
て
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
に
一
任
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
既
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
在
住
の
日
本
人
キ

リ
シ
タ
ン
の
宗
教
的
指
導
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
追
放
者
が
収
容
さ
れ
た
病
院
は
日
本
町
の
デ
ィ
ラ
オ
に
あ
り
、「
聖
ア
ナ
病
院
・

現
地
の
病
院
」
と
い
う
名
を
と
っ
て
い
た
が
、
日
本
人
の
到
着
に
合
わ
せ
て
一
六
三
二
年
に
「
聖
ラ
ザ
ロ
病
院
」
に
改
名
し
た
と
い
う
説

も
あ
る
62
。
ス
ペ
イ
ン
国
王
は
彼
ら
の
扶
養
の
た
め
に
毎
年
国
庫
か
ら
二
〇
〇
ダ
カ
ッ
ト
（
金
貨
）
を
支
給
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
63
。

一
六
三
六
年
マ
ニ
ラ
発
の
ド
ミ
ニ
コ
会
宣
教
師
団
体
の
日
本
人
案
内
者
は
そ
の
追
放
者
の
一
人
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
本
名

は
不
明
で
あ
る
が
、
殉
教
録
に
は
「
京
都
の
ラ
ザ
ロ
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
京
都
出
身
で
、
一
六
三
二
年
の
「lázaros

」

団
体
の
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
救
癩
」
活
動
や
病
院
の
設
立
を
通
じ
て
、
宣
教
師
は
当
時
の
町
々
の
貧
困
層
に
近
づ
い
た
。
そ
の
町
の
貧
困
層
の
中
核
は
い
わ
ゆ
る

後
に
呼
び
始
め
ら
れ
た
「
ヒ
ニ
ン
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
と
一
七
世
紀
前
半
の
ヒ
ニ
ン
小
屋
形
成
の
問
題
が
絡
み
合
っ

て
い
る
と
思
う
。
宣
教
師
は
「
ヒ
ニ
ン
」
と
い
う
語
を
使
わ
ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
貧
民
で
あ
る
病
人
・
乞
食
」
に
最

も
近
い
言
葉
で
あ
る
「lázaro

」
を
使
っ
た
。
さ
ら
に
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
ヒ
ニ
ン
小
屋
を
「
病
院
（hospital

）」

と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
一
六
三
二
年
に
行
わ
れ
た
ヒ
ニ
ン
追
放
事
件
で
こ
の
関
係
を
例
証
し
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
病
院
と
ヒ
ニ
ン
小
屋
の
形
成
が
重
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
ヒ
ニ
ン
の
結
び
つ
き
が
単
な
る
偶
然
で
は
な
い

頑
な
に
棄
教
し
な
か
っ
た
長
崎
の
六
四
人
を
直
ち
に
雲
仙
で
拷
問
に
か
け
、
三
人
を
除
い
て
全
員
を
改
宗
さ
せ
た
56
。
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
一
六
三
一
年
の
迫
害
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
57
。

通
常
に
迫
害
が
あ
る
王
国
で
ま
た
他
の
〔
王
国
〕
で
行
な
わ
れ
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
〔
王
国
〕
が
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は

迫
害
が
な
い
と
こ
ろ
へ
逃
げ
忍
ん
で
、
耐
え
ら
れ
る
苦
労
で
し
た
。
し
か
し
今
回
、
暴
君
の
裁
判
官
と
官
吏
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
長
い
拷
問
を
経
ず
に
殉
教
す
れ
ば
、
我
々
の
信
仰
の
た
め
善
意
を
も
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
た
め
、
殉
教
さ
せ
ず
、
命
を
奪

わ
ず
に
〔
信
仰
か
ら
〕
後
退
さ
せ
る
ま
で
長
い
間
彼
ら
を
苦
難
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。（
拙
訳
）

幕
府
は
一
六
三
一
年
に
ヒ
ニ
ン
所
ま
で
迫
害
を
進
め
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
も
棄
教
し
な
い
一
三
〇
人
の
ヒ
ニ
ン
に
遭
遇
し
た
。
そ

の
よ
う
な
身
分
の
低
い
人
が
幕
府
の
法
に
背
く
こ
と
自
体
、
幕
府
の
威
厳
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
秩
序
へ
の
脅
威
と
し
て
認
識

さ
れ
た
。
徳
川
秀
忠
が
没
す
る
直
前
で
あ
っ
た
時
、幕
府
は
京
阪
で
の
大
殉
教
を
避
け
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
軽
蔑
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
政
庁
へ
の
憤
慨
の
象
徴
と
し
て
外
交
で
ヒ
ニ
ン
を
利
用
し
た
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
、
竹
中
采
女
使
節
団
と
一
緒
に
同
船

さ
せ
た
と
思
う
58
。

お

わ

り

に

清
水
有
子
は
一
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
と
日
本
と
の
国
交
の
形
態
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
将
軍
と
ス
ペ
イ
ン
国
王
あ
る

い
は
ル
ソ
ン
総
督
と
の
通
信
関
係
、
②
そ
の
通
信
関
係
に
付
随
す
る
形
で
使
節
船
が
と
り
お
こ
な
う
公
的
な
貿
易
関
係
、
③
民
間
の
貿
易

関
係
で
あ
る
59
。
彼
女
は
①
と
②
が
一
六
二
四
年
に
幕
府
側
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
、
続
い
て
翌
年
に
「
ス
ペ
イ
ン
船
渡
航
禁
止
令
」
で
ス
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と
思
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
被
差
別
民
制
研
究
と
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
道
を
歩
ん
だ
が
統
一
の
と
れ
た
研
究
が
望
ま

し
い
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
と
ヒ
ニ
ン
の
関
係
は
場
所
に
よ
っ
て
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
事
例
研
究
を
別
の
と

こ
ろ
で
行
っ
た

64
。

１  

以
上
塚
田
孝『
近
世
大
坂
の
非
人
と
身
分
的
周
縁
』部
落
問
題
研
究
所
、二
〇
〇
七
年
、山
本
薫「
泉
州
の
堺『
四
ヶ
所
』長
吏
と
那
中
非
人
番
」

『
部
落
問
題
研
究
』
一
五
九
号
、
二
〇
〇
二
年
、
浦
本
誉
至
史
『
江
戸
・
東
京
の
被
差
別
部
落
の
歴
史
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
中

尾
健
次
『
江
戸
の
弾
左
衛
門
』
三
一
書
房
、
一
九
九
六
年
、
藤
本
清
二
郎
「
和
歌
山
城
下
、
吹
上
非
人
村
の
形
成
と
展
開
」『
和
歌
山
地
方

史
研
究
』
弟
八
号
、
一
九
八
五
年
一
月
。

２  

西
順
蔵
ほ
か
『
東
京
の
被
差
別
部
落
』
明
石
書
店
、
一
九
八
一
年
、
二
一
頁
に
参
照
。

３   Pages, Leon, H
istoire de la religion chrétienne au Japon depuis 1598 jusqu'à 1651, Texte, Paris, 1869, p. 743.

４  Blair and Robertson, The Philippine Islands, Vol. 24, 1903-1909,

中
村
真
次
「
サ
ン
・
ラ
ザ
ロ
病
院
の
来
歴
に
就
い
て
」『
史
学
雑
誌
』

二
六 

編
一
二
号
一
九
一
五
年
、
姉
崎
正
治
『
切
支
丹
伝
道
の
興
廃
』
同
文
館
、
一
九
三
〇
年
、
海
老
澤
有
道
『
切
支
丹
の
社
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ら
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